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序
覚
（
九
十
四
巻
四
号
）

第
一
章
憲
法
二
四
条
成
立
過
程
と
民
法
・
戸
籍
法
上
の
「
家
」
制
度

（
第
六
節
ま
で
第
一
款
ま
で
九
十
五
巻
二
号
、
四
号
。
第
七
筋
「
小

幡
」
似
百
一
巻
二
号
）

第
二
章
民
法
改
正
過
程

１
戸
瀞
法
改
正
過
程
に
先
行
し
た
民
法
上
の
「
家
」
廃
止
方

針
決
定
の
予
備
的
考
察
ｌ

（
以
上
百
一
巻
二
号
、
四
号
）

第
三
章
戸
籍
法
改
正
過
程
の
諸
段
階

（
以
上
百
三
巻
四
号
、
百
四
巻
二
号
）

第
四
章
一
家
」
制
度
廃
止
に
よ
る
戸
溌
法
改
正ｌ
「
第
一
の
流
れ
一
ｌ

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
旺
過
根
（
八
）
（
和
川
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
△

ｌ
「
家
」
の
廃
止
を
中
心
と
し
て
Ｉ

序
「
家
」
制
度
廃
止
を
め
ぐ
る
戸
橋
法
改
正
過
腿
の
全
体
像

第
一
節
戸
籍
編
製
原
理
上
の
諸
問
題

第
一
款
戸
籍
編
製
原
理
（
二
ｌ
瀞
的
側
面
ｌ

（
１
）
個
人
別
編
測
の
是
非
・
可
否

（
２
）
「
三
世
代
戸
籍
徹
底
排
除
」
編
製
原
理
の
確
立

（
３
）
編
測
原
剛
変
更
に
伴
う
「
戸
職
」
の
門
祢
の
是
非

ｌ
「
民
籍
」
名
称
案
ｌ

（
４
）
「
戸
織
筆
頭
者
」
の
問
題

（
以
上
本
号
）

第
二
款
戸
瀞
編
製
原
理
（
二
）
ｌ
動
的
側
面
’

第
二
節
戸
籍
編
製
原
理
以
外
の
問
題

第
三
節
小
括

第
五
章
人
口
動
態
統
計
の
精
密
化
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
起
因
と
す

三
八

和

1１ 

幹
彦
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戸
繍
法
改
正
過
程
上
の
諸
問
題
中
、
Ｇ
Ｓ
が
当
初
よ
り
関
心
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
埜
本
的
に
［
傍
線
和
川
、
以
下
断
り
の
な
い
限

り
同
様
］
民
法
上
の
「
家
」
制
度
廃
止
か
ら
要
請
さ
れ
る
戸
職
法
改
正
ｌ
即
ち
「
第
一
の
流
れ
」
ｌ
の
み
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
司
法

（
２
）
 

省
、
殊
に
民
事
二
課
の
股
大
の
関
心
は
、
実
務
の
混
乱
を
鍛
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
改
正
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
う
し
た

立
場
の
特
性
と
限
界
は
、
以
下
の
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
で
徐
々
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

（
１
）
 

「
家
」
制
度
に
依
ら
な
い
「
家
」
存
圃
の
代
替
的
方
法
と
し
て
、
（
ａ
）
制
度
（
Ｈ
ロ
⑫
二
［
目
・
ロ
）
と
し
て
の
存
置
の
方
法
と
、
（
ｂ
）
制

度
で
な
く
、
「
家
」
制
度
的
な
内
容
を
持
つ
個
別
条
文
規
定
に
よ
る
存
置
の
方
法
を
、
区
別
す
べ
き
こ
と
は
、
第
二
章
・
第
四
節
の
「
氏
」

に
つ
い
て
の
柵
論
冒
頭
で
既
に
述
べ
た
。
戸
瀞
法
制
度
は
、
「
氏
」
と
並
ん
で
（
ａ
）
の
方
法
の
一
つ
と
な
り
得
る
。
本
章
で
は
、
そ
う

し
た
戸
籍
法
制
度
に
お
け
る
、
（
ａ
）
の
み
な
ら
ず
（
ｂ
）
を
も
重
点
的
に
検
討
す
る
。

ひｌｇ

Ｋｌｌ 
」OＬ

第
四
章
「
家
」
制
度
廃
止
に
よ
る
戸
籍
法
改
正

序
「
家
」
制
度
廃
止
を
め
ぐ
る
戸
籍
法
改
正
過
程
の
全
体
像

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

ろ
戸
籍
法
改
正

ｌ
「
第
二
・
第
三
の
流
れ
」

Ｉ
「
第
一
の
流
れ
」

一一ヱハ
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戸
籍
法
案
を
め
ぐ
る
Ｇ
Ｓ
と
司
法
省
の
会
談
に
は
、
従
っ
て
、
「
第
一
の
流
れ
」
に
関
す
る
限
り
は
、
改
正
過
程
中
の
諸
問
題
中
重
要

な
も
の
か
、
当
初
よ
り
濃
縮
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
た
め
、
本
章
で
も
結
果
と
し
て
こ
の
会
談
を
菰
点
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
ｃ
こ

こ
で
ま
ず
挙
が
っ
た
の
は
、
何
を
お
い
て
も
、
「
家
」
を
徹
底
的
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
戸
瀞
法
案
は
「
い
わ
ば
第
二
の
民
法
案
で

（
３
）
 

あ
る
」
ｌ
オ
プ
ラ
ー
が
た
と
え
る
如
く
、
戦
後
の
一
戸
籍
法
改
正
過
程
は
、
一
面
で
は
「
第
一
の
流
れ
」
即
ち
民
法
上
の
「
家
」
制
度
の

解
体
過
樫
そ
の
も
の
、
乃
至
そ
の
忠
実
な
反
映
で
あ
る
。
旧
法
下
で
は
、
法
理
上
か
ら
も
佃
別
具
体
的
「
家
」
柵
成
員
・
そ
の
生
成
過
侃

が
戸
搬
簿
に
よ
り
定
義
・
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
か
つ
正
に
こ
の
点
に
よ
り
一
般
「
匝
民
」
が
当
時
「
家
」
Ⅱ
戸
瀞
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

（
４
）
 

／
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
実
体
法
と
し
て
の
民
法
を
い
く
ら
変
え
よ
う
と
も
、
｜
Ｐ
鯖
を
も
改
変
し
な
い
限
り
、
元
一
般
「
臣

民
」
に
と
っ
て
は
「
家
」
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
ｓ
は
、
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
乃
至
Ｃ
ｓ
）
の
根
本
方
針
」
と
し
て
「
家
」
廃
止
を
い
う
の
で
は
な
く
、
抑
々
日
本
側
が
民
法
改
正
上
「
家
」

廃
止
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
の
が
（
日
本
側
の
意
図
と
し
て
も
）
筋
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
、
第
二
章
・
節
三
節
で

既
に
見
た
方
針
を
戸
綴
法
改
正
に
も
当
て
は
め
て
い
る
。
即
ち
、
こ
う
し
た
一
貫
性
の
要
求
と
し
て
、
戸
爾
法
上
も
「
家
」
の
名
残
・
形

骸
・
残
津
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
家
」
的
／
「
家
」
類
似
の
要
素
・
条
項
，
条
文
等
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
べ
き

と
い
う
論
法
を
Ｃ
ｓ
は
取
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本
川
が
自
ら
始
め
た
こ
と
を
岐
後
ま
で
倒
徹
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
Ｏ
Ｓ
と

（。⑩）

し
て
は
日
本
側
の
方
針
圃
徹
が
徹
底
し
て
お
ら
ぬ
点
は
、
こ
れ
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
既
に
主
に

第
二
章
・
第
三
節
で
見
た
通
り
の
、
占
領
政
策
の
成
功
の
た
め
に
Ｇ
Ｓ
が
採
っ
た
、
強
制
せ
ず
、
な
る
べ
く
日
本
人
の
自
発
的
改
革
に
任

せ
、
民
主
化
・
非
耶
耶
化
等
の
政
筑
が
日
本
に
占
傾
後
も
根
付
く
こ
と
を
弧
う
、
と
い
う
方
法
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

Ｃ
ｓ
は
、
司
法
街
と
の
会
談
で
、
こ
の
「
家
」
頬
似
要
素
を
、
一
般
的
に
の
み
な
ら
ず
具
体
的
な
草
案
条
項
に
雑
づ
い
て
指
摘
し
、
ま

戦
後
占
納
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

三
七
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法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
三
号

三
八

た
そ
の
具
体
的
解
決
策
を
挙
げ
て
く
る
。

以
上
、
民
法
上
の
「
家
」
廃
止
関
迎
の
問
題
１
戸
薇
法
案
中
の
「
家
」
制
度
の
残
存
ｌ
に
つ
い
て
、
Ｇ
ｓ
が
指
摘
す
る
問
題
点
を

整
理
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
尚
、
前
章
第
四
節
で
会
談
第
１
期
に
つ
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
が
指
摘
し
た
諸
点
の
列
挙
と
の
対

比
で
、
ブ
レ
ィ
ク
モ
ァ
が
指
摘
し
な
か
っ
た
が
そ
の
後
挙
げ
ら
れ
た
璽
要
な
点
に
（
＊
）
、
さ
し
て
麺
要
で
な
い
点
に
（
ｘ
）
を
付
し
て

お
く
。
）

（
６
）
 

以
上
を
、
本
塞
鼎
で
取
り
上
げ
る
。

，
そ
の
他
の
諮
問
趣

・
戸
繍
編
製
原
理
の
静
的
川
面

個
人
別
編
製
の
是
非
・
可
否
、
三
世
代
戸
籍
徹
底
排
除
、
「
戸
籍
筆
頭
者
」
の
問
題
、
等

・
戸
濡
編
製
原
理
の
動
的
側
面

離
婚
復
氏
者
の
復
籍
・
新
戸
籍
編
製
の
別
、
成
年
分
籍
権
、
外
国
人
と
の
結
婚
（
＊
）
、
等

・
戸
繍
編
製
原
理
以
外
の
亜
要
問
題

戸
籍
改
製
の
時
限
上
の
問
題

［
条
文
数
の
大
幅
削
減
（
＊
）
後
述
の
オ
プ
ラ
ー
の
「
三
大
原
則
」
の
一
つ
ゆ
え
、

こ
こ
で
論
ず
る
］

民
法
／
戸
鰯
法
同
時
施
行
の
必
要
性
（
と

Hosei University Repository



Ｃ
ｓ
と
の
第
５
．
６
回
会
談
冒
頭
の
オ
プ
ラ
ー
の
戸
総
法
第
９
次
草
案
へ
の
総
合
的
回
答
は
、
戸
漣
法
改
正
全
体
に
関
わ
る
問
題
が
典

型
的
に
現
れ
て
お
り
、
「
家
」
関
連
以
外
の
点
も
含
ま
れ
る
が
、
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
第
５
回
会
談
（
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
、
八
／
一
四
、
以
下
四
三
’
四
四
頁
。
以
下
、
文
献
名
に
つ
き
、
本
号
本
文
末
尾
の
略
語

表
を
参
照
さ
れ
た
い
）
で
、
オ
プ
ラ
ー
は
「
［
…
］
特
に
同
一
戸
雑
内
に
親
子
孫
三
代
（
（
す
『
の
①
ね
８
．
『
口
ｐ
Ｃ
ｐ
［
の
一
。
〕
）
が
入
っ
て
い
る

場
合
が
あ
る
点
、
婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
も
の
が
離
婚
の
場
合
婚
姻
前
の
戸
籍
に
複
す
る
点
、
先
妻
と
の
間
に
で
き
た
子
を
有
す
る

（
７
）
 

男
子
が
再
婚
し
た
場
合
に
、
そ
の
一
一
一
者
が
同
一
戸
籍
内
に
い
る
こ
と
と
な
る
点
等
を
指
摘
」
し
、

オ
こ
れ
ら
の
根
本
的
な
諸
点
に
つ
い
て
、
我
々
は
貴
方
の
案
に
反
対
意
見
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
自
分

６
ブ
レ
ー
ク
モ
ー
ァ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
両
氏
も
す
べ
て
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。

賀
方
の
案
に
よ
る
と
、
惑
法
及
び
民
法
改
正
案
に
よ
っ
て
一
旦
廃
止
せ
ら
れ
た
「
家
」
の
制
度
が
裏
口
か
ら
再
び
入
っ
て
来
る

（
の
ロ
一
の
『
岳
『
。
Ｅ
婆
ｇ
ｏ
六
・
○
○
『
）
結
果
を
生
ず
る
。
貴
方
で
は
本
法
案
を
今
期
国
会
に
提
出
す
る
た
め
至
急
に
司
令
部
の
ア
プ

ル
ー
バ
ル
を
得
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
［
…
］
尚
方
の
案
と
我
々
と
の
間
に
前
述
の
よ
う
に
根
本
的
な
意

見
の
聡
い
違
い
が
あ
る
以
上
、
早
急
に
意
見
の
一
致
児
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
［
・
・
・
］

司
本
改
正
案
が
家
の
廃
止
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
蛎
姻
し
た
場
合
に
新
戸
幡
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た

点
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
思
う
。
［
…
］

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
砺
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
川
）

三
九
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最
後
の
日
付
は
、
四
、
五
日
後
、
の
趣
旨
で
あ
り
、
実
際
は
六
日
後
の
水
暇
日
と
な
る
。
Ｇ
Ｓ
か
ら
司
法
省
へ
の
、
麺
要
な
点
の
伝
達

の
た
め
に
は
、
長
谷
川
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
と
わ
ざ
わ
ざ
佐
藤
司
法
省
事
務
次
官
、
奥
野
民
事
局
長
、
青
木
民
事
局
第
二

課
長
を
６
Ｇ
ｓ
に
来
さ
せ
た
感
が
強
い
。

こ
の
第
六
回
会
談
（
同
、
八
／
二
○
、
四
四
頁
以
降
）
の
オ
プ
ラ
ー
の
冒
頭
の
発
言
は
、
Ｇ
Ｓ
の
根
本
的
問
題
意
識
・
草
案
へ
の
反
対

点
を
概
括
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
全
文
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
会
談
で
オ
プ
ラ
ー
は
、
冒
頭
、

と
述
べ
た
上
で
、
「
家
」
の
残
存
を
楯
価
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
案
に
関
し
、
自
分
は
非
常
に
困
難
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
先
ず
こ
の
法
律
案
は
百
七
十
条
に
も
及
ぶ
。
し
か
も
粉
ち

〔
マ
マ
］
な
法
律
で
あ
っ
て
、
先
に
ブ
レ
ー
ク
モ
ー
ァ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
両
氏
と
こ
の
法
案
に
つ
い
て
会
談
し
た
と
こ
ろ
、
雌
か

上
上
ハ
、
七
条
し
か
進
行
し
な
か
っ
た
次
第
で
あ
り
、
全
部
を
検
討
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。

次
の
困
難
は
、
当
方
と
貴
方
と
の
間
に
意
見
の
相
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
述
と
は
、
第
一
に
婚
姻
し
て
夫
婦
に
な

っ
た
場
合
、
新
戸
籍
を
編
成
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
夫
婦
が
離
婚
を
す
る
と
夫
又
は
妻
は
元
の
氏
を
名
の
る
こ
と
に
な
る
点
（
こ

れ
は
、
婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
夫
又
は
妻
は
離
婚
の
場
合
、
婚
姻
前
の
戸
籍
に
入
る
こ
と
〔
草
案
第
二
十
五
条
］
を
指
す
も

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

四
○

ォ
［
…
］
本
法
案
に
対
し
て
我
々
が
も
っ
て
い
る
根
本
的
な
反
対
に
つ
い
て
は
、
来
週
月
暇
日
か
火
附
日
、
佐
藤
次
官
、
奥
野

局
長
に
逢
っ
た
上
、
我
々
の
意
見
を
述
べ
た
い
。
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と
、
Ｇ
Ｓ
の
状
況
を
説
明
す
る
。

そ
の
後
に
、
「
家
」
の
制
度
の
点
も
含
め
て
、
総
括
の
意
も
込
め
て
で
あ
ろ
う
ｌ
こ
の
戸
籍
法
案
は
「
い
わ
ば
第
二
の
民
法
案
で
あ

る
。
」
と
た
と
え
る
の
で
あ
っ
た
ｏ

続
け
て
オ
プ
ラ
ー
は
、

す
ぐ
続
け
て
、
「
次
に
困
難
の
第
三
点
「
｜
と
し
て
、
オ
プ
ラ
ー
は
技
術
的
困
難
を
繰
り
返
し
、

自
分
の
課
で
は
、
ブ
レ
ー
ク
モ
ー
ァ
氏
帰
国
し
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
氏
不
在
で
、
現
在
居
る
の
は
自
分
と
マ
イ
ャ
ー
氏
の
二
人
で
あ

る
た
め
、
三
、
四
時
間
続
き
の
会
談
を
や
っ
て
も
、
七
、
八
回
は
か
か
る
と
思
わ
れ
、
自
分
等
が
こ
の
法
案
を
理
解
す
る
だ
け
で

も
む
ず
か
し
く
［
…
］

も
同
様
の
精
神
で
つ
ら
ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
と
思
う
ｌ
服
部
註
）
は
「
家
」
の
制
度
の
残
存
で
あ
る
［
強
調
和
川
、
次
も
同
］
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
現
在
の
こ
の
法
案

を
国
会
に
提
出
し
て
、
国
会
が
そ
の
ま
ま
通
過
さ
せ
れ
ば
よ
い
が
、
自
分
は
、
国
会
は
そ
ん
な
こ
と
は
す
ま
い
と
思
う
。
プ
レ
ー

ク
モ
ー
ァ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
両
氏
も
自
分
と
同
意
見
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
文
言
上
の
み
で
な
く
、
新
惑
法
の
精
神
と
一
致
し
な

い
も
の
で
あ
り
、
又
民
法
改
正
法
律
案
と
も
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
民
法
改
正
案
が
国
会
を
通
過
し
た
ら
、
戸
籍
法

な
お
、
こ
の
法
案
に
よ
る
届
出
が
警
察
制
度
に
近
い
よ
う
な
点
が
あ
る
。
例
え
ば
妊
娠
が
何
回
目
か
と
い
う
よ
う
に
、
国
民
か

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
藩
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

四
一
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と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
司
法
省
の
反
応
は
、
概
括
す
れ
ば
、

と
当
戸
籍
法
案
（
⑨
案
）
へ
の
全
体
的
回
答
を
締
め
く
く
る
の
で
あ
る
。

Ｏ
Ｓ
の
意
見
を
簡
約
す
れ
ば
、
こ
の
法
案
は
、

と
述
べ
た
上
で
、

以
上
の
よ
う
な
困
難
が
あ
る
の
で
、
こ
の
法
案
は
今
の
国
会
に
は
間
に
合
わ
な
い
よ
う
に
思
う
。
民
法
改
正
案
が
施
行
せ
ら
れ
れ

ば
、
大
い
に
努
力
を
払
っ
て
会
談
を
す
る
余
裕
が
で
き
る
と
思
う
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

ら
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。

．
「
家
」
制
度
の
残
津
が
あ
る

．
長
く
て
精
微
で
困
難

．
（
な
お
、
糠
察
制
度
的
）

・
今
次
国
会
提
出
は
無
理
な
の
で
、
改
正
民
法
成
立
後
審
議
す
る

・
民
法
と
戸
籍
法
は
絶
対
に
同
時
施
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

四
二
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後
に
も
見
る
通
り
、
民
法
と
の
同
時
施
行
が
必
須
、
と
い
う
司
法
省
に
対
し
「
貴
方
で
当
方
の
示
唆
に
従
え
ば
」
承
認
を
与
え
る
、
と

条
件
を
付
け
る
の
は
既
に
単
な
る
「
示
唆
」
で
は
な
く
、
「
拘
束
権
」
行
使
の
み
な
ら
ず
、
限
り
な
く
（
物
理
的
力
は
不
在
の
）
「
強
制

戦
後
占
微
期
の
睡
法
・
戸
籍
法
改
旺
過
程
（
八
）
（
和
田
）

四
三

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
オ
プ
ラ
ー
は
「
十
年
位
」
の
改
製
期
限
を
付
し
、
言
わ
ば
オ
プ
ラ
ー
の
戸
籍
法
案
修
正
「
三
大
原
則
」

と
し
て
「
示
唆
」
し
て
、
以
下
の
と
お
り
こ
の
日
の
会
談
を
終
え
て
い
る
（
同
四
七
頁
）
。

結
局
当
方
の
意
見
を
ま
と
め
て
言
え
ば
、

（
二
「
家
」
の
制
度
を
除
く
と
い
う
精
神
を
徹
底
す
る
こ
と
。

（
二
）
一
部
を
法
律
か
ら
削
除
し
て
、
法
律
を
簡
明
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
三
）
旧
戸
繍
を
新
戸
籍
に
切
り
か
え
る
期
限
の
制
限
を
つ
け
る
こ
と
。

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
会
談
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。

局
（
一
）
は
賛
成
で
あ
る
。
（
二
）
及
び
（
三
）
の
点
は
な
お
研
究
の
上
至
急
速
緒
す
る
。

オ
国
会
が
九
月
末
ま
で
延
期
せ
ら
れ
、

ル
ー
パ
ル
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
［
強
調
和
田
］

．
［
そ
の
た
め
な
ら
ば
］
「
家
」
制
度
［
の
要
素
〕
を
払
拭
し
、
条
文
数
を
大
幅
に
削
減
す
る
用
意
が
あ
る

．
（
な
お
、
警
察
的
側
面
云
々
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
問
題
ゆ
え
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
で
の
調
瀧
を
希
望
す
る
）

・
そ
の
上
で
、
草
案
に
Ｇ
Ｓ
の
「
ア
プ
ル
ー
バ
ル
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む

か
つ
、
貴
方
で
当
方
の
示
唆
に
従
え
ば
、
こ
の
法
案
は
国
会
に
提
出
で
き
る
よ
う
ア
ブ
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

四
四

梅
」
発
動
に
近
い
と
い
え
よ
う
。

以
下
、
（
一
）
に
つ
き
Ｇ
Ｓ
が
最
も
問
題
と
し
た
、
戸
籍
の
編
製
原
理
の
静
的
側
面
（
個
人
別
編
製
、
三
世
代
戸
籍
の
問
題
等
）
、
動
的

側
面
（
離
婚
復
氏
者
の
復
籍
の
問
題
等
）
を
順
に
第
一
款
・
第
二
款
で
重
点
的
に
取
り
上
げ
、
（
二
）
（
三
）
を
第
一
一
一
款
で
、
そ
の
他
の
点

も
交
え
論
じ
る
。

戸
籍
の
個
人
別
編
製
案
は
、
公
表
さ
れ
た
要
綱
・
草
案
に
は
一
度
も
成
文
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

［
ｌ
］
初
期
①
案
成
立
前
の
「
原
案
」

川
島
が
中
心
と
な
っ
た
最
も
初
期
の
「
原
案
」
は
個
人
別
編
製
で
あ
っ
た
が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
。

［
２
］
①
案
・
要
綱
．
②
－
⑨
案

こ
の
時
期
に
は
、
既
に
全
く
案
と
し
て
も
出
な
か
っ
た
。

第
一
款
戸
籍
編
製
原
理
（
一
）
Ｉ
静
的
側
面
Ｉ

（
１
）
個
人
別
編
製
の
是
非
・
可
否
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と
、
そ
の
採
用
を
主
張
は
し
て
お
ら
ず
、
司
法
省
側
も
最
後
の
発
言
に
対
し

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
爾
法
改
正
過
程
（
八
）
（
側
川
）

と
い
う
（
第
一
一
一
回
、
八
／
一
一
、
四
二
頁
）
。
そ
し
て
、
個
人
別
編
製
（
所
謂
カ
ー
ド
式
）
に
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
一
一
一
一
口
及
す
る
も
の
の
、

Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
で
は
、
し
か
し
、
個
人
別
編
成
案
が
幾
度
か
提
案
さ
れ
る
。

第
１
期
に
は
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
、
自
ら
最
後
に
ま
と
め
る
ご
と
く
、

［
３
］
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談

結
局
ｎ
分
の
意
見
は
、
戸
籍
を
親
子
を
単
位
と
し
て
小
さ
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
実
行
に
は
色
々
困
難
は
あ
ろ

う
が
進
歩
的
な
制
度
だ
と
思
う
。
進
歩
的
な
制
度
は
恐
ら
く
現
在
の
実
状
に
は
合
わ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
が
将
来
の
為
に
よ

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。

〔
…
戸
籍
編
製
単
位
が
］
社
会
生
活
の
実
態
に
合
う
か
ど
う
か
〔
…
〕
徹
底
す
る
と
す
れ
ば
、
各
人
毎
に
戸
籍
を
作
る
外
は
な
い
。

そ
こ
ま
で
し
な
い
の
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
「
家
」
の
名
残
を
払
底
［
マ
マ
］
し
て
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ

る
。
（
第
二
回
、
八
／
九
、
三
八
頁
）

日
本
で
今
す
ぐ
こ
れ
［
カ
ー
ド
式
］
を
実
施
す
る
こ
と
は
勿
論
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
多
少
昔
の
制
度
に
似
た
制
度
を
と
る

こ
と
は
よ
か
ろ
う
［
…
］

四
九
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第
二
期
に
は
、
既
に
見
た
通
り
、
オ
プ
ラ
ー
は
（
第
六
回
、
八
／
二
○
、
四
六
頁
）
、
「
当
方
の
一
番
反
対
す
る
点
は
「
家
」
の
制
度
を

残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
表
明
す
る
も
の
の
、
こ
れ
に
対
し
奥
野
民
事
局
長
が
「
民
法
改
正
法
案
に
よ
っ
て
、
『
家
』
は
な
く
な
っ

た
。
そ
こ
で
戸
繍
は
一
人
一
人
別
に
し
て
作
る
の
が
良
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
非
常
に
手
数
が
か
か
り
面
倒
で
あ
る
。
そ
こ
で
［
・
・
・
］
夫
婦

と
子
供
と
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
た
ま
で
で
、
「
家
」
の
温
存
な
ど
は
勿
論
考
え
て
い
な
い
。
」
と
答
え
る
と
、
オ
プ
ラ
ー
も
「
我
々
は

新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
夫
婦
と
未
婚
の
子
と
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
な
い
。
」
と
こ
の
点
に
は
賛
意
を
表

し
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
と
同
様
で
あ
る
。
（
尚
、
「
Ｏ
Ｓ
戸
締
法
史
料
八
・
Ｂ
」
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
等
言
及
し
て
い
な
い
。
）

し
か
し
、
第
三
期
に
入
る
と
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
二
度
に
亙
り
、
個
人
別
編
製
を
主
張
乃
至
推
薦
す
る
。
即
ち
、
発
言
の
直
接
記
録
で

な
い
概
括
に
よ
れ
ば
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
戸
籍
の
存
置
必
要
性
に
す
ら
疑
念
を
投
げ
掛
け
、

と
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
経
済
力
が
回
復
す
れ
ば
一
人
戸
籍
に
し
た
い
の
だ
が
、
現
在
で
は
む
ず
か
し
い
。
（
以
上
、
第
三
回
、
八
／
二
、
三

九
頁
）

戸
籍
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
戸
繍
簿
の
み
に
残
る
事
例
例
え
ば
成
年
者
の
養
子
縁
組
、
父
が
自
ら
進
ん
で
な
し
た
認
知
、
国
籍

の
喪
失
等
の
［
和
田
注
『
事
項
ｓ
が
脱
落
と
思
わ
れ
る
］
出
生
、
婚
姻
、
死
亡
等
の
届
出
の
如
く
統
計
上
の
必
要
か
ら
厚
生
省

に
も
送
ら
れ
る
事
項
と
、
裁
判
所
の
記
録
に
も
残
さ
れ
る
事
項
、
例
え
ば
家
事
審
判
所
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
親
権
、
後
見
な
ど

の
届
出
等
と
に
分
類
し
、
第
一
に
属
す
る
事
項
は
非
常
に
少
い
か
ら
戸
瀞
と
い
う
も
の
を
存
極
す
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か

法
響
工
心
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

四
一Ｂ－

′、
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と
言
い
、
続
け
て
「
又
存
置
す
る
と
し
て
も
個
人
個
人
の
一
Ｐ
籍
に
し
て
は
如
何
」
と
提
案
す
る
。
こ
れ
に
対
し
司
法
省
側
は
、
「
戸
籍
は

家
族
員
の
身
分
関
係
を
明
に
し
、
又
、
個
人
個
人
の
登
録
か
ら
来
る
紙
と
労
力
を
省
く
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
た
の
に
対
し
、
マ
コ
ー
ミ

ッ
ク
は
「
要
す
る
に
一
般
人
民
が
区
役
所
又
は
市
町
村
役
場
の
戸
籍
係
の
み
に
行
け
ば
用
が
足
り
、
又
、
そ
こ
で
す
べ
て
の
事
（
例
え
ば

裁
判
関
係
の
こ
と
）
が
わ
か
る
か
ら
存
置
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
（
以
上
、
第
八
回
、
一
○
／
一
、
四
七
頁
。
）

し
か
し
こ
れ
で
は
収
ま
ら
ず
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
三
日
後
に
「
戸
廠
を
個
人
個
人
に
つ
い
て
作
成
し
て
は
如
何
。
」
と
繰
り
返
し
、
個

人
別
編
製
に
固
執
す
る
。
司
法
省
は
、
「
個
人
個
人
に
す
る
と
紙
や
手
数
が
か
か
る
上
、
日
本
の
瀦
地
は
欧
米
旅
と
異
っ
て
時
に
は
一
番

地
が
一
地
域
を
包
含
す
る
事
が
あ
る
為
、
そ
の
個
人
個
人
を
帳
簿
に
戦
せ
た
場
合
、
い
ろ
は
順
に
な
ら
べ
る
事
は
、
英
米
流
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
式
の
様
に
容
易
な
事
で
は
な
い
。
」
と
説
明
し
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
も
漸
く
「
諒
解
し
た
。
」
と
答
え
、
こ
の
後
こ
の
点
は
問
題
に
さ

れ
な
か
っ
た
（
第
一
○
回
、
一
○
／
四
、
四
八
頁
）
。

こ
の
く
だ
り
に
つ
き
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
自
身
の
一
二
月
一
日
付
け
の
記
録
で
も
、

個
人
別
編
製
の
登
録
と
は
正
反
対
の
極
を
な
す
、
家
族
［
単
位
］
の
登
録
が
［
仰
々
］
必
要
か
、
と
い
う
問
題
が
相
当
入
念
に
検

討
さ
れ
た
。
日
本
社
会
に
お
け
る
家
族
の
［
重
要
な
］
地
位
に
加
え
、
こ
れ
を
単
位
と
す
る
登
録
の
便
利
さ
を
考
え
れ
ば
、
結
論

と
し
て
は
家
族
登
録
は
望
ま
し
い
の
み
な
ら
ず
実
務
遂
行
に
際
し
て
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
尊
厳
と
は
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
、
と
の
確
証
を
得
た
。
［
・
・
・
］
（
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
第
２
パ
ラ
グ
ラ
フ
）

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

四
七

戸

： 
● 

｡､ 
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尚
、
個
人
別
編
製
に
つ
い
て
は
、
当
初
こ
れ
を
採
用
し
た
川
島
幹
事
の
「
原
案
」
を
我
妻
を
含
む
起
草
委
員
が
支
持
せ
ず
、
我
妻
が
逆

に
来
栖
幹
事
に
、
さ
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
な
い
案
を
起
案
す
る
よ
う
指
示
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
参
考
ま
で
に
そ
の
我
妻
に
よ
る
、

（
８
）
 

個
人
別
編
製
不
採
用
の
事
後
的
評
価
・
反
省
を
こ
こ
で
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
一
九
五
三
年
の
研
究
者
の
座
談
会
で
の
発
言
で
あ
る
。
ま

ず
、
兼
子
一
が
い
う
。

［
４
］
国
会
審
議

国
会
審
議
で
は
個
人
編
製
の
主
張
は
な
く
、
奥
野
に
よ
る
簡
単
な
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
議
員
か
ら
は
逆
に
、
個
人
編
製
と
は

正
反
対
の
極
を
な
す
三
世
代
以
上
の
編
製
容
認
論
が
出
て
お
り
、
次
項
で
奥
野
の
個
人
編
製
へ
の
言
及
と
共
に
ま
と
め
て
述
べ
る
。

と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
編
製
方
法
に
つ
き
「
個
人
の
尊
厳
」
と
「
対
立
」
し
か
ね
な
い
要
因
が
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
り

看
過
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
款
第
（
３
）
項
「
戸
籍
筆
頭
者
」
の
問
題
、
で
述
べ
る
。

兼
子
［
…
］
私
な
ん
か
は
民
法
の
改
正
が
過
ぎ
た
る
で
な
く
及
ば
ざ
る
も
の
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
氏
と
か
戸
籍
の
問
題
は
こ

わ
し
て
し
ま
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戸
籍
な
ど
も
今
ま
で
あ
っ
た
も
の
が
へ
る
か
ら
さ
び
し
く
な
る
と
か
「
家
」

が
な
く
な
る
と
い
う
感
じ
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
初
め
か
ら
個
人
カ
ー
ド
に
切
り
か
え
て
し
ま
え
ば
そ
う
い
う
問
題
は
起
ら
な
か
つ

た
の
で
は
な
い
か
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

四
八
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こ
れ
は
事
後
的
評
価
で
も
あ
り
、
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
問
題
が
戸
籍
簿
間
相
互
参
照
の
便
利
さ
、
記
録
内
容
の
一
括
性
・

家
族
関
係
一
覧
の
容
易
さ
、
当
時
の
紙
不
足
、
と
い
っ
た
理
由
だ
け
で
は
結
論
を
下
し
が
た
い
根
深
い
問
題
を
孕
ん
で
い
た
事
だ
け
は
、

こ
の
我
妻
の
言
に
も
鑑
み
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
我
妻
は
自
ら
の
思
惑
・
予
想
が
外
れ
た
こ
と
、
個
人
別
編
製
に
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の
で
は
、
と
の
思
い
を
吐
露
す

る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
関
連
す
る
要
綱
・
草
案
条
文
変
化
を
一
覧
し
て
お
く
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
川
）

我
妻
そ
れ
は
決
し
て
立
法
を
弁
解
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
自
身
が
戸
繍
に
対
し
て
こ
れ
だ
け
国
民
の
愛
着
が
あ

る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
点
は
今
に
し
て
思
え
ば
あ
の
と
き
に
そ
こ
ま
で
や
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
と
い
う
感
じ
も
す
る
。

現
在
戸
籍
制
度
を
基
礎
に
し
た
「
家
」
の
思
想
の
復
活
が
す
で
に
非
常
に
強
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
宮
沢
〔
俊
義
ご
先
生

（
９
）
 

が
い
つ
か
一
一
一
一
口
わ
れ
た
「
家
滅
び
て
氏
あ
り
」
、
と
こ
ろ
が
「
氏
と
と
も
に
戸
籍
あ
り
」
で
、
今
度
は
逆
に
一
戸
籍
か
ら
氏
、
そ
し
て

「
家
」
の
復
活
へ
と
い
う
道
が
非
常
に
多
い
ん
で
す
ね
。

（
２
）
「
三
世
代
戸
薇
徹
底
排
除
」
編
製
原
理
の
確
立

四
九
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◎
第
六
条

法
学
志
休
第
一
○
卿
巻
第
三
号

五
○

◎
は
、
一
九
四
七
年
一
二
月
に
国
会
で
成
立
し
た
戸
籍
法
の
生
粂
又
。
こ
の
条
文
番
号
（
◎
と
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
各
条
文
の
冒
頭
に
同
時

に
付
し
た
）
に
従
っ
て
整
理
す
る
。

要
綱第
一
戸
籍
は
［
…
］
夫
婦
及
び
子
其
の
他
民
法
に
依
り
之
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
者
（
配
偶
者
あ
る
者
を
除
く
）
を
単
位
と
し
て

之
を
編
製
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

①
第
九
条
（
現
行
法
通
）
〔
マ
マ
・
改
正
前
の
戸
籍
法
の
通
り
、
の
意
］

第
九
条
ノ
ー
戸
主
ノ
戸
籍
ニ
在
ル
者
ハ
其
家
族
ト
ス
（
民
七
三
二
）

第
九
条
ノ
三
子
ハ
父
ノ
戸
締
二
人
ル

父
ノ
知
レ
サ
ル
子
ハ
母
ノ
戸
籍
二
人
ル
（
民
七
三
三
）

旧
法
〔
本
章
・
次
章
以
後
も
、
一
九
四
五
年
末
を
基
準
と
す
る
］

第
九
条
戸
籍
ハ
［
…
］
戸
主
ヲ
本
ト
シ
テ
一
戸
毎
二
之
ヲ
編
製
ス

［
和
田
注
以
後
出
て
来
る
、
配
偶
者
有
無
と
の
関
連
は
規
定
無
し
。
ま
た
、
具
体
的
な
詳
細
規
定
は
民
法
に

あ
る
が
、
個
別
具
体
的
戸
主
権
の
行
使
に
よ
り
、
編
製
の
実
態
が
変
わ
っ
て
来
る
の
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
］

Ｆ１ 

ｉ 
Ｄｄ 
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⑨
第
六
条
一
項
本
文

戸
籍
は
、
［
…
］
｜
の
夫
婦
及
び
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
直
系
卑
属
ご
と
に
、
こ
れ
を
編
成
す
る
。
但

し
、
配
偶
者
が
な
い
者
に
つ
い
て
あ
ら
た
に
戸
籍
を
編
成
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
れ
と
氏
を
同
じ

く
す
る
直
系
卑
属
ご
と
に
、
こ
れ
を
編
製
す
る
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
膿
（
八
）
（
和
Ⅲ
）

丘
一

⑦
第
九
条
戸
籍
ハ
［
…
］
一
ノ
夫
婦
及
上
民
法
ノ
規
定
ニ
依
り
之
卜
氏
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
直
系
卑
属
ヲ
以
テ

之
ヲ
編
製
ス
但
シ
配
偶
者
ナ
キ
者
二
付
テ
ハ
其
者
及
上
民
法
ノ
規
定
ニ
依
り
之
卜
氏
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
直
系
卑
属
ヲ
以
テ
之
ヲ
編
製

③
④
⑤
⑥
 

夫
婦
二
非
サ
ル
［
⑥
配
偶
者
ナ
キ
〕
者
二
付
キ
新
二
戸
籍
ヲ
編
製
ス
ル
ト
キ
ハ
［
⑤
⑥
編
製
ス
ル
戸
籍
二
付
テ
ハ
］
其
者
及
上
民

法
ノ
規
定
ニ
依
り
之
卜
氏
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
血
系
卑
属
ソ
以
テ
ニ
戸
ト
ス

第
九
条
戸
籍
ハ
［
…
〕
一
戸
毎
二
之
ヲ
編
製
ス

｜
ノ
夫
婦
及
上
民
法
ノ
規
定
ニ
依
り
之
卜
氏
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
直
系
卑
属
ヲ
以
テ
ニ
Ｐ
ト
ス

［
扣
田
注
⑥
迄
に
比
し
、
「
二
Ｐ
毎
二
之
ヲ
編
製
ス
」
の
表
現
が
削
除
さ
れ
た
以
外
は
、

内
容
は
同
一
。
〕

ス
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◎
第
一
六
条

［
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
、
旧
法
下
で
は
「
人
夫
婚
姻
」
で
あ
っ
た
場
合
の
対
応
規
定
が
①
に
も
、
ま
た
婚
姻
で
氏
を
改
め
な
い
者

が
誰
か
及
び
そ
の
者
が
既
に
戸
籍
筆
頭
者
で
あ
る
場
合
の
規
定
が
③
ｌ
⑪
◎
に
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
婚
姻
で
新
戸
籍
編
製
が
原
則
、

と
い
う
新
規
定
が
重
要
な
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
引
川
し
な
い
。
］

要
綱
第
三
新
戸
籍
の
編
製
は
左
の
場
合
に
於
て
為
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

①
第
九
条
ノ
四
妻
ハ
幡
姻
二
因
リ
テ
夫
ノ
戸
溌
二
人
ル
［
…
］
（
民
七
八
八
）
［
旧
法
参
照
］

旧
法
戸
籍
法
に
該
等
規
定
無
し
、
民
法
に
次
の
規
定
あ
り
（
①
参
照
）

第
七
八
八
条
妻
ハ
婚
姻
二
因
リ
テ
夫
ノ
家
二
人
ル
［
…
］

⑩
⑪
◎
第
六
条
一
項
本
文

戸
籍
は
、
〔
…
］
一
の
夫
婦
及
び
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
ご
と
に
、
こ
れ
を
編
成
す
る
。
但
し
、
配
偶
者
が
な
い
者
に
つ
い

て
あ
ら
た
に
戸
籍
を
編
成
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
干
ご
と
に
、
こ
れ
を
編
製
す
る
。

［
和
田
注
「
直
系
卑
属
」
が
「
子
」
に
な
り
、
「
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
」
（
氏
を
同
じ
く
す
る
）
、
の
表
現
が
削
除
さ
れ
た
。
］

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

五
一-

一
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◎
第
一
七
条

［
以
上
見
る
通
り
、
旧
法
と
①
案
を
除
い
て
、
婚
姻
で
の
新
戸
籍
編
製
の
原
則
は
要
綱
以
来
一
貫
し
て
い
る
。
］

⑩
⑪
◎
 

第
一
七
条
戸
籍
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
及
び
そ
の
配
偶
者
以
外
の
者
が
こ
れ
と
同
一
の
氏
を
称
す
る
子
又
は
養
子
を
有
す
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
成
す
る
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

五
三

①
案
・
要
綱
．
②
ｌ
⑨
案
は
無
し

⑨
第
二
三
条
。
⑩
⑪
◎
第
一
六
条
、
同
文

婚
姻
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
夫
婦
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
。
［
。
：
］

③
④
⑤
⑥
⑦
 

第
一
一
三
条
婚
姻
ノ
届
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
夫
婦
二
付
キ
新
［
③
二
］
戸
籍
ヲ
編
成
ス

［●・・］ 婚
姻
の
届
出
あ
り
た
る
と
き
［
…
］
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［
２
］
草
案
③
ｌ
⑨

◎
の
第
六
条
該
当
条
文
は
、
③
ｌ
⑨
は
一
貫
し
て
、
「
直
系
卑
属
」
を
含
む
の
で
あ
り
、
「
三
世
代
戸
術
原
則
排
除
」
に
過
ぎ
な
い
。

（
婚
姻
に
よ
る
新
戸
籍
編
製
原
則
は
一
貫
し
て
い
る
。
）

た
だ
、
③
④
⑤
⑥
案
で
は
、
冒
頭
で
戸
籍
は
「
一
戸
」
毎
に
編
制
す
る
、
と
し
、
第
二
項
で
「
二
Ｐ
」
を
定
義
す
る
体
裁
を
採
っ
て
い

る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
⑦
草
案
以
降
現
行
法
ま
で
は
、
「
戸
」
の
概
念
を
捨
て
、
単
な
る
戸
籍
編
製
方
法
の
規
定

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
旧
法
下
で
は
「
戸
」
Ⅱ
「
家
」
で
あ
る
。
四
七
年
五
月
一
一
一
日
の
新
護
法
施
行
に
間
に
合
わ
せ
、

同
時
施
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
⑥
案
ま
で
に
は
、
ま
だ
「
家
」
の
概
念
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
戸
」
の
概
念
・
用
語
が
削
除
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
な
い
が
、
起
草
委
員
・
紳
事
・
司
法
省
が
少
し
で
も

［
ｌ
］
①
案
・
要
綱

①
案
は
編
製
原
理
上
は
、
旧
法
と
変
わ
り
は
な
い
。

要
綱
第
一
で
、
「
三
世
代
戸
繍
原
Ⅲ
排
除
」
の
編
製
原
理
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。
（
蛎
姻
に
よ
る
析
戸
綴
編
製
原
川
が
一
倒
し
て
い
る

の
は
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
）
こ
の
後
、
Ｏ
Ｓ
の
会
談
を
経
て
「
三
世
代
戸
薪
徹
底
排
除
」
（
例
外
皆
無
）
の
編
製
原
理
へ
の
修
正
過
程
が

始
ま
る
。

次
に
、
改
正
過
程
を
順
次
見
て
お
く
。

法
学
志
林
箙
一
○
四
巻
鋪
三
号

五
四
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［
３
］
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談

結
論
か
ら
言
え
ば
、
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
を
経
て
、
⑩
で
「
直
系
卑
属
」
が
「
子
」
に
な
り
、
こ
れ
に
第
一
七
条
が
加
わ
っ
て
、
「
三
世
代

戸
籍
徹
底
排
除
」
原
理
が
確
立
さ
れ
る
。
（
婚
姻
に
よ
る
新
戸
籍
編
製
原
則
は
一
賀
し
て
い
る
。
）

会
談
で
は
、
第
一
期
で
、
個
人
別
編
製
を
主
張
し
な
か
っ
た
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
が
、
具
体
的
に
問
題
と
し
た
の
は
、
ま
ず
、
第
六
条
は
編

製
原
則
ゆ
え
、
「
直
系
卑
属
」
は
「
未
婚
の
」
或
は
「
配
偶
者
の
な
い
」
と
明
示
す
べ
き
、
と
い
う
点
で
あ
り
（
第
一
回
、
八
／
八
、
三

六
頁
）
、
次
に
「
会
談
」
を
通
し
て
股
大
の
論
点
と
な
っ
た
一
つ
、
第
六
条
に
よ
り
、
一
夫
婦
は
そ
の
未
婚
の
女
子
が
出
産
し
た
非
嫡
出

子
（
孫
）
と
共
に
三
世
代
戸
籍
を
編
成
す
る
の
は
「
『
家
」
の
名
残
で
は
な
い
か
」
、
の
二
点
で
あ
る
。

前
記
草
案
⑨
の
関
迎
条
文
第
六
・
二
三
条
を
見
れ
ば
分
か
る
通
り
、
後
者
の
場
合
三
世
代
戸
繍
が
現
出
す
る
。
こ
の
点
、
プ
レ
ィ
ク
モ

ァ
と
司
法
省
の
問
答
を
追
っ
て
み
よ
う
。
（
以
下
、
ま
ず
第
二
回
、
八
／
九
、
三
八
頁
。
）

「
家
」
残
存
の
印
象
を
拭
う
べ
く
努
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
四
七
年
三
月
一
日
付
け
の
⑥
案
ま
で
は
吉
田
内
閣
下
で
の
草

案
で
あ
る
の
に
対
し
、
同
年
六
月
三
○
日
付
の
⑦
案
以
降
は
同
六
月
一
日
成
立
の
片
山
内
閣
下
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
野
党
党
首
時

代
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
な
民
法
改
正
を
主
張
し
、
首
相
と
な
る
や
否
や
民
法
の
口
語
化
（
こ
れ
に
っ
ら
れ
戸
籍
法
も
口
語
化
し
た
の
は
前
述
の

（
Ⅲ
）
 

通
り
）
を
強
力
に
推
進
し
た
片
山
哲
の
影
瀞
下
、
起
草
者
達
が
こ
う
し
た
努
力
を
し
た
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

司ブ

［
…
］
孫
が
祖
父
母
と
同
一
戸
繍
内
に
居
る
と
い
う
状
態
は
生
ず
る
こ
と
が
な
い
か
。

原
則
と
し
て
さ
よ
う
な
状
態
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
女
の
子
が
生
ん
だ
私
生
児
は
そ
の
女
の
子
の
両
親

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
慈
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

五
五
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日
を
改
め
て
、
折
衝
が
続
く
。
（
第
三
回
、
八
／
二
、
三
九
’
四
○
頁
。
）

ブ
そ
の
よ
う
な
状
態
は
「
家
」
の
名
残
で
は
な
い
か
。
戸
籍
は
、
ど
う
し
て
も
親
子
を
単
位
と
し
て
編
成
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

司
当
方
で
は
親
子
と
共
に
夫
婦
を
戸
籍
編
成
の
単
位
と
す
る
構
想
を
と
っ
た
の
で
正
当
な
婚
姻
の
な
い
私
生
児
の
場
合
に
は
、

新
戸
籍
を
編
成
し
な
い
の
で
あ
る
。

ブ
親
子
を
単
位
と
し
て
は
ど
う
か
。

司
私
生
児
な
ど
は
、
普
通
母
の
許
に
居
っ
て
母
や
母
の
父
母
と
生
活
を
共
に
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
当
方
で
は
、
戸
籍
を
社

会
生
活
の
実
態
に
な
る
べ
く
合
わ
せ
た
い
た
め
、
必
ず
し
も
親
子
を
絶
対
の
単
位
と
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

ブ
前
に
述
べ
た
通
り
、
社
会
生
活
の
実
態
に
合
う
か
ど
う
か
は
、
い
ず
れ
の
方
法
を
と
っ
て
も
大
差
は
な
い
。
徹
底
す
る
と
す

れ
ば
、
各
人
毎
に
戸
籍
を
作
る
外
は
な
い
。
そ
こ
ま
で
し
な
い
の
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
「
家
」
の
名
残
を
払
底
［
マ
マ
］
し
て
誤

解
を
招
か
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

司
こ
の
点
は
、
新
し
い
戸
籍
制
度
の
根
本
的
な
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
に
わ
か
に
確
答
し
得
な
い
。
更
に
考
慮
研
究
す
る

こ
と
と
す
る
。

司
［
…
］
私
生
児
が
で
き
た
場
合
に
、
直
に
私
生
児
と
そ
の
母
と
で
新
戸
籍
を
編
成
す
る
こ
と
或
は
、
私
生
児
の
母
が
他
の
男

と
婚
姻
を
し
た
場
合
に
私
生
児
の
み
の
新
戸
籍
を
編
成
す
る
こ
と
は
紙
や
手
数
の
関
係
か
ら
、
技
術
的
に
む
ず
か
し
い
。

プ
技
術
的
に
む
ず
か
し
い
と
い
う
た
め
に
は
、
私
生
児
及
び
私
生
児
の
あ
る
者
の
婚
姻
の
統
計
的
数
字
が
必
要
で
あ
る
。

司
な
お
、
技
術
的
な
面
を
別
と
し
て
も
、
私
生
児
が
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
私
生
児
は
母
と
共
に
そ
の
母
の
両
親
と
生
活
を

法
学
志
林
第
一
〔

と
同
一
戸
籍
に
入
る
。

ブ
そ
の
よ
う
な
状
隼

司
当
方
で
は
親
子
‐

第
一
○
Ⅲ
巻

第
三
［~、

アア

b［ 
六
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司
昔
は
、
日
本
で
は
、
社
会
生
活
の
実
態
は
、
何
世
数
も
の
人
間
が
生
活
を
共
に
し
て
い
っ
た
が
マ
マ
］
、
か
か
る
状
態
は
、

都
会
で
は
既
に
解
消
し
て
お
り
、
田
舎
で
も
農
地
改
革
の
結
果
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
故
、
夫
婦
及
び
親
子
を
戸

籍
の
単
位
と
す
る
こ
と
は
認
め
る
だ
ろ
う
が
、
私
生
児
の
母
子
を
独
立
し
て
、
一
つ
の
新
戸
籍
を
作
る
こ
と
は
恐
ら
く
は
将
来
と

し
て
も
実
状
に
は
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
、
国
民
生
活
の
実
態
に
合
致
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
当
方
の
案
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

ブ
我
妻
教
授
の
考
え
は
ど
う
か
。

司
我
妻
教
授
は
、
こ
の
案
に
つ
い
て
了
解
し
て
お
ら
れ
る
。

ブ
同
教
授
に
自
分
の
考
え
を
話
し
て
貰
い
た
い
。
貴
方
の
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
大
に
理
屈
が
あ
っ
て
、
社
会
の
実
状
に
合
わ
な

い
改
正
は
危
険
で
あ
っ
て
更
に
大
き
な
目
的
に
失
敗
し
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
貴
方
の
や
り
方
は
、
原
則
の
上
に
色
々
の
例
外
を

設
け
て
い
て
法
律
的
に
も
む
ず
か
し
い
案
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
改
正
が
実
態
に
合
わ
な
い
場
合
に
は
、
新
戸
籍
法
は
法
律
上
の

関
係
を
主
と
し
て
立
案
し
た
の
だ
か
ら
、
社
会
生
活
の
実
態
に
会
わ
ぬ
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
宣
伝
し
て
国
民
に
了
解
せ
し
め

れ
ば
よ
い
。
問
題
は
二
点
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
手
数
が
か
か
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
数
字
的
、
統
計
的
根
拠
を
示
す
こ
と
で
、

余
り
に
手
数
が
か
か
る
と
い
う
の
な
ら
ば
採
用
で
き
な
い
。
他
の
一
つ
は
、
国
民
が
納
得
す
る
か
ど
う
か
の
点
で
あ
っ
て
、
世
論

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

五
七

要
請
で
あ
る
。

司
或
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
［
強
調
和
田
］
し
か
し
現
一
在
の
一
般
国
民
に
と
っ
て
は
婚
姻
し
た
と
き
に
は
、
戸
籍
が
別
に
な

る
こ
と
だ
け
で
も
大
改
革
で
も
あ
る
。

ブ
し
か
し
、
戸
籍
の
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
は
、
憲
法
或
は
民
法
の
改
正
に
附
随
す
る
問
題
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
当
然
の

共
同
に
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
私
生
児
が
母
と
二
人
だ
け
で
生
活
を
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
理
論
的
な
問

ブ
理
解
し
や
す
い
と
い
う
の
は
、
今
迄
の
「
家
」
の
思
想
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

題
は
別
と
し
て
、
私
生
児
を
そ
の
母
及
び
母
の
両
親
と
同
じ
戸
籍
に
入
る
こ
と
に
し
て
お
く
方
が
一
般
の
国
民
に
は
理
解
し
易
い
。
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今
迄
の
『
家
』
の
思
想
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
と
胸
摘
す
る
が
、

じ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ
の
点
を
意
識
は
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

要
す
れ
ば
、
司
法
省
は
「
戸
籍
を
社
会
生
活
の
実
態
に
な
る
べ
く
合
わ
せ
た
い
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
心
中
は
既
に
見
た
と
お
り
、
事

務
の
負
担
・
混
乱
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
司
法
省
は
、
原
則
は
二
世
代
迄
の
戸
籍
に

す
る
に
せ
よ
、
本
項
の
よ
う
な
例
外
的
ケ
ー
ス
で
は
わ
ざ
わ
ざ
新
戸
籍
編
製
す
る
の
は
避
け
、
三
世
代
戸
籍
の
出
現
も
厭
わ
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
、
司
斗

明
ら
か
に
な
っ
て
行
く
。

を
開
く
。

「
家
」
的
意
識
に
従
わ
せ
る
の
が
最
も
安
易
な
方
法
で
あ
る
点
に
あ
る
。
司
法
省
の
「
私
生
児
を
そ
の
母
及
び
母
の
両
親
と
同
じ
戸
籍
に

入
る
こ
と
に
し
て
お
く
方
が
一
般
の
国
民
に
は
理
解
し
易
い
。
」
と
の
主
張
に
対
し
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
、
「
理
解
し
や
す
い
と
い
う
の
は
、

今
迄
の
『
家
』
の
思
想
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
｜
と
指
摘
す
る
が
、
司
法
省
も
「
或
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
１
）
と
応

Ａ 
Ｌ 
、－〆

○ 

問
題
は
、
混
乱
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
に
は
、
戸
籍
制
度
、
乃
至
戸
籍
簿
の
編
製
原
理
自
体
を
、
国
民
の
間
に
根
付
い
て
い
る
旧
来
の

こ
の
第
一
期
会
談
を
終
え
た
後
、
八
月
一
二
日
の
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
自
身
に
よ
る
本
問
題
点
の
整
理
を
見
よ
う
（
「
Ｏ
Ｓ
戸
籍
法
史
料

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

五
八

に
訴
え
、
国
民
の
意
向
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
で
、
余
り
に
複
雑
な
制
度
を
作
っ
て
国
民
が
新
制
度
に
転
化
で
き
な
い
よ
う
で
も

困
る
。
以
上
が
自
分
の
意
見
の
要
点
で
あ
る
。

司
法
省
の
条
文
起
草
の
基
本
方
針
の
最
大
の
問
題
点
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
今
後
見
る
他
の
点
で
も
次
第
に

こ
の
安
易
な
方
法
は
、
「
家
」
類
似
条
項
の
存
置
に
道
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第
二
期
に
、
オ
プ
ラ
ー
も
特
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
（
第
五
回
、
八
／
一
四
、
四
三
頁
）
。
司
法
省
の
概
括
で
は
、
オ
プ
ラ
ー
は
既
述

の
通
り
「
［
…
］
特
に
同
一
戸
籍
内
に
親
子
孫
三
代
（
岳
『
。
●
ぬ
の
。
①
巳
二
。
ご
）
が
入
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
点
［
…
］
、
等
を
指
摘
し
」
た

上
で
、
曰
く
「
こ
れ
ら
の
根
本
的
な
諸
点
に
つ
い
て
、
戎
々
は
貴
方
の
案
に
反
対
意
見
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
目

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
議
法
改
正
過
程
（
八
）
（
加
川
）

五
九

と
述
べ
た
の
ち
、
ブ
レ
ィ
ク
モ
ァ
は
草
案
⑨
の
戸
籍
編
製
原
理
を
概
説
し
、
以
下
の
よ
う
に
問
題
と
解
決
法
を
指
摘
す
る
。

こ
の
文
書
が
オ
プ
ラ
ー
に
提
出
さ
れ
、
第
二
期
に
移
る
。

こ
の
よ
う
な
拡
張
さ
れ
た
家
族
制
度
を
継
続
す
る
の
は
、
私
に
は
若
干
危
険
に
思
わ
れ
る
。
［
…
］
現
在
案
を
総
て
、
目
白
日
］

愚
ヨ
ー
ー
ロ
［
Ⅱ
親
と
未
成
年
・
未
婚
の
子
］
の
み
を
登
録
の
一
単
位
と
し
て
ま
と
め
る
原
理
に
従
う
登
録
制
度
に
す
る
べ
く
日
本

側
に
既
に
提
案
し
た
。
こ
の
原
理
を
当
て
嵌
め
れ
ば
、
〔
…
］
子
が
別
の
者
を
養
子
と
し
た
場
合
（
こ
れ
で
三
世
代
が
［
同
一
戸

籍
内
で
］
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
）
、
ま
た
は
子
が
［
同
じ
氏
を
名
乗
る
］
非
嫡
出
子
を
認
知
し
た
場
合
、
自
動
的
か
つ
例
外
な
く

戸
籍
分
離
し
、
同
じ
氏
の
下
に
新
戸
籍
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
れ
ば
、
一
戸
籍
に
入
る
の
は
二
世
代
ま
で
に
限
定
し
、
孫
の
同
一
戸
籍
記
載
継
続
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。

［
現
時
点
の
草
案
⑨
に
］
旧
法
上
の
手
続
き
が
幾
つ
か
［
そ
の
ま
ま
］
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
必
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
旧

い
、
表
面
上
は
既
に
否
認
さ
れ
た
法
律
上
の
家
族
制
度
〔
．
甘
日
旨
⑰
）
．
⑪
（
の
曰
３
以
下
同
］
に
固
執
し
た
が
る
反
動
的
諸
グ
ル
ー
プ

に
よ
り
利
用
さ
れ
る
可
能
桃
が
あ
る
。
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と
い
う
点
だ
、
と
ブ
レ
ィ
ク
モ
ァ
の
文
言
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
孫
川
し
て
い
る
。
具
体
的
な
問
題
と
し
て
は
後
述
第
二
款
（
１
）
の
離
蟠
復

氏
者
の
復
繍
が
主
に
批
判
の
対
象
に
挙
が
っ
て
い
る
が
、
ま
と
め
と
し
て
三
世
代
徹
底
排
除
原
理
も
「
一
つ
の
戸
籍
簿
が
三
世
代
以
上
を

カ
ヴ
ァ
ー
す
る
事
態
は
絶
対
に
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
表
現
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
八
月
二
○
日
の
会
談
で
、

［
…
］
私
は
司
法
省
の
代
表
に
以
下
の
点
を
伝
え
た
。
［
…
〕
法
案
の
実
体
は
、
前
述
［
…
の
］
通
り
幾
つ
か
の
面
［
三
世
代
戸
籍
が
可
能

な
点
含
む
〕
で
同
意
し
が
た
い
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
れ
を
受
け
、
司
法
省
側
は
、
第
３
期
に
入
る
前
、
九
月
九
日
⑩
案
で
冒
頭
条
文
の
通
り
、
第
一
七
条
で
以
て
「
三
世
代
戸
籍
徹
底
排

除
原
理
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
こ
の
条
文
が
国
会
で
成
立
す
る
。

法
学
志
休
銅
一
○
四
巻
第
三
号

六
○

分
も
プ
レ
ー
ク
モ
ー
ァ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
両
氏
も
す
べ
て
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
「
『
家
』
の
制
度
が
裏
口
か
ら
再

び
入
っ
て
来
る
結
果
を
生
ず
る
」
と
迄
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

会
談
後
の
オ
プ
ラ
ー
自
身
の
記
録
（
一
九
四
七
年
八
月
二
二
日
付
け
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
、
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｂ
）
で
は
、
ま
ず
オ
プ
ラ
ー

の
部
局
が
反
対
す
る
の
は
、

新
法
案
中
に
、
旧
法
上
の
手
続
き
が
幾
つ
か
［
そ
の
ま
ま
〕
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
必
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
旧
い
、
表
面

上
は
既
に
否
認
さ
れ
た
「
家
」
制
度
（
原
面
文
．
威
○
Ｐ
⑫
の
：
閨
の
計
○
日
）
に
固
執
し
た
が
る
反
鋤
的
諸
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
利
用
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
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司
法
省
側
、
就
中
青
木
も
こ
の
点
は
、
強
く
印
象
に
残
っ
た
と
見
え
、
後
に
次
の
様
に
他
の
者
と
共
に
語
っ
て
い
る
。
（
「
戸
籍
法
／
座

談
会
Ⅱ
」
三
Ｋ
’
三
六
面
。
）

平
賀
と
こ
ろ
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
こ
う
い
う
問
魍
を
ど
う
し
て
司
令
部
側
が
気
が
つ
く
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

青
木
先
方
は
な
か
な
か
勉
強
し
て
ま
す
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
川
）

一
ハ
ー

青
木
そ
う
で
す
。

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
［
強
調
和
川
］

平
賀
そ
う
す
る
と
こ
の
十
七
条
は
司
令
部
側
か
ら
川
た
案
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

戸
籍
を
新
法
戸
稽
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
逆
の
面
の
利
益
も
な
い
こ
と
は
な
い
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
も

青
木
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
で
の
細
い
［
マ
マ
］
点
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
例
の
二

代
戸
廠
を
排
除
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
現
行
の
十
七
条
を
加
え
た
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
改
服
狸
棡
の
と
き

か
ら
、
日
常
の
家
族
生
活
形
態
と
合
わ
せ
て
戸
籍
を
編
製
す
る
、
す
な
わ
ち
原
則
と
し
て
夫
婦
親
子
の
戸
籍
に
す
る
案
が
と
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
し
て
、
た
だ
例
外
的
に
、
三
代
が
一
緒
に
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
例
外
だ
と
思
い
ま
す

よ
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
ん
な
に
意
に
も
と
め
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
突
い
て
き
た
の
で
す
。
Ｇ
Ⅱ
Ｑ

の
蕊
本
の
考
え
方
と
し
て
は
、
戦
後
の
日
本
の
民
主
化
の
た
め
に
は
、
家
の
廃
止
を
徹
底
的
に
や
ら
な
き
ゃ
い
か
ん
。
［
和
川
注

こ
れ
が
単
純
化
に
過
ぎ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
。
］
し
た
が
っ
て
戸
籍
の
面
で
も
、
ま
だ
家
の
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
印

象
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
困
る
と
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
三
代
戸
籍
の
排
除
を
し
ろ
と
い
う
要
請
な
ん
で
す
。
こ
れ

に
対
し
、
当
方
と
し
て
は
例
外
的
に
生
ず
る
場
合
を
排
除
す
る
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
、
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
、
十
七
条
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要
す
れ
ば
、
若
干
手
数
が
蝋
し
て
も
そ
の
分
早
く
戸
籍
繩
の
改
製
が
進
む
、
と
い
う
利
益
に
鑑
み
て
、
司
法
省
が
第
一
七
条
導
入
に
踏
み

切
っ
た
事
情
が
窺
わ
れ
る
。
（
こ
の
点
、
「
会
談
録
」
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
）

［
２
］
国
会
審
議

し
か
し
、
同
四
七
年
二
月
の
国
会
で
は
こ
の
点
が
問
題
に
な
っ
た
。

青
木
向
こ
う
も
勉
瞼
し
て
ま
す
か
ら
ね
。
あ
れ
こ
れ
突
っ
つ
か
れ
る
と
４
日
状
し
ち
ゃ
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
肥
）

平
賀
勉
強
は
し
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
だ
れ
か
教
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
（
笑
）
こ
の
規
定
は
、

い
ま
か
ら
見
る
と
、
あ
っ
て
悪
い
規
定
じ
ゃ
な
い
し
、
い
い
規
定
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。

法
学
志
林
第
一
○
四
毬
箙
二
号

一ハーー

田
中
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
〔
マ
マ
和
田
注
こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
の
誤
り
］
が
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
の
法
制
に
つ

い
て
ず
い
ぶ
ん
よ
く
わ
か
っ
た
方
だ
な
と
ぼ
く
も
感
心
し
て
い
る
ん
で
す
。

青
木
ブ
レ
ー
ク
モ
ァ
さ
ん
は
東
大
の
法
学
部
で
勉
強
し
た
ん
だ
か
ら
、
日
本
法
に
つ
い
て
は
通
暁
し
て
ま
し
た
か
ら
ね
。
日
本

語
の
法
律
書
で
必
要
な
も
の
は
全
部
読
ん
で
い
る
。

平
賀
た
だ
日
本
の
法
律
家
だ
っ
た
ら
、
特
に
戸
籍
に
詳
し
い
人
は
ど
う
い
う
ぐ
あ
い
に
二
代
戸
燕
が
で
き
る
か
が
わ
か
る
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、
一
般
の
法
律
家
だ
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
ぐ
あ
い
に
三
代
戸
籍
が
で
き
る
の
か
と
言
わ
れ
て
６
ね
。

青
木
そ
れ
は
ぼ
く
の
説
明
が
ま
ず
い
而
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
な
。
（
笑
）
先
方
か
ら
純
粋
に
夫
婦
と
そ
の
子
供
だ
け
の
戸
簸

（
Ⅱ
）
 

か
と
突
っ
こ
ま
れ
れ
ば
、
嘘
も
い
え
な
い
か
ら
必
ず
し
も
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
一
一
一
回
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

島
野
娘
が
非
嫡
の
子
を
生
ん
だ
ら
親
の
戸
廠
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
三
代
戸
繍
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
突
っ
つ
か
れ
る

．上」◎
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と
前
置
き
し
、
次
に
、
個
人
別
編
製
の
場
合
の
不
便
さ
・
困
難
を
予
測
す
る
。

更
に
こ
》
」
で
、
「
三
世
代
戸
籍
徹
底
排
除
原
理
」
を
説
明
し
、
第
一
七
条
に
言
及
す
る
。

戦
後
占
捌
期
の
民
法
、
戸
職
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
川
）

（
川
）

奥
野
政
府
委
員
の
提
案
理
十
山
説
明
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
戸
籍
の
編
製
方
法
を
根
本
的
に
改
め
た
点
を
挙
げ
る
。

そ
こ
で
、
新
た
な
編
製
基
準
を
説
明
す
る
。

従
っ
て
他
に
そ
の
編
成
の
基
準
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
…
］
が
、
［
・
・

も
の
を
見
出
し
が
た
い
［
…
］
。
［
…
］
こ
の
編
成
方
法
は
、
戸
籍
を
し
て
、

る
［
…
」
［
強
調
和
田
］

従
来
戸
籍
は
各
家
ご
と
に
編
成
さ
れ
、
い
わ
ば
家
の
登
録
［
…
で
あ
っ
た
が
、
…
］
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
の
家
の
制
度
が

廃
止
さ
れ
る
［
…
］
と
、
戸
籍
を
編
成
す
る
基
本
的
な
基
準
が
、
ま
っ
た
く
失
わ
れ
る
［
…
］

し
か
し
［
…
］
各
個
人
ご
と
に
編
成
す
る
［
…
］
と
、
各
個
人
間
相
互
の
続
柄
が
不
明
瞭
と
な
り
、
国
民
一
般
に
非
常
な
不
便

［
・
Ｉ
］
、
他
方
戸
籍
事
務
の
取
扱
上
、
予
測
す
べ
か
ら
ざ
る
困
難
を
招
来
す
る
［
…
］

［
…
］
夫
婦
親
子
を
単
位
と
す
る
以
外
に
、
他
に
適
当
な

あ
る
程
度
現
実
の
親
族
共
同
生
活
体
に
即
応
せ
し
め

一
ハ
ー
ニ
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政
府
委
員
奥
野
の
説
明
は
、
一
一
月
二
五
日
の
参
議
院
司
法
委
員
会
で
も
、
大
体
衆
議
院
の
委
員
会
と
同
じ
で
あ
り
、
衆
議
院
の
質
疑

に
挙
が
っ
た
点
を
初
め
か
ら
入
れ
て
い
る
点
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
一
点
、
個
人
別
編
製
法
に
つ
い
て
「
現
在
の
紙
の
状
態
か
ら
見
て
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
は
到
底
事
実
上
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
」
［
二
頁
］
と
言
っ
て
い
る
。

（
応
）

こ
れ
に
対
し
、
鬼
九
義
齋
議
員
か
ら
根
本
的
な
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
、
奥
野
の
答
弁
と
な
る
。

鬼
丸
は
、
「
二
代
戸
繍
の
主
義
」
の
採
川
に
つ
き
、
親
と
既
幡
の
子
も

最
後
に
、
即
刻
全
部
改
製
で
は
な
く
、
経
過
措
置
が
あ
る
、
と
説
明
す
る
。

袈
裟
で
あ
り
ま
す
る
が
、
親
子
間
の
感
情
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
む
し
ろ
三
代
で
も
四
代
で
も
、
本
人
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て

［
…
］
全
部
左

か
る
［
従
来
（

製
す
る
［
…
］

［
…
］
感
情
的
に
お
い
て
、
従
来
同
一
戸
爾
に
あ
る
［
の
で
…
］
、
非
常
に
親
子
関
係
の
感
情
が
紬
や
か
な
も
の
が
あ
っ
た
［
…
］

が
、
こ
れ
を
法
律
上
殊
更
二
代
主
義
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
班
山
が
あ
る
か
ど
う
か
。
［
…
］
私
は
国
民
感
情
と
い
う
と
火

［
…
］
夫
婦
親
子
を
単
位
と
し
て
［
…
］
編
成
［
…
〕
、
祖
父
母
と
孫
と
は
戸
籍
を
同
一
に
す
る
こ
と
は
な
い
［
…
］

法
学
志
林
第
一
○
Ⅲ
巻
第
三
号

全
部
を
、

［
従
来
の
］

た
だ
ち
に
編
成
替
え
［
…
］
は
、
無
用
の
混
乱
と
煩
雑
を
米
す
［
・
・
・
］
か
ら
、
第
百
二
十
八
条
に
よ
っ
て
、
か

戸
籍
は
こ
れ
を
本
改
正
案
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
と
み
な
し
、
た
だ
今
後
十
年
を
経
過
し
た
と
き
に
、
こ
れ
を
改

＿Ｌ凸

′、

lul 
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奥
野
は
、
こ
の
直
前
に
も
鬼
丸
議
員
に
「
今
度
の
新
ら
し
い
戸
籍
の
意
義
［
・
・
・
〕
は
、
［
…
］
各
人
の
登
録
の
場
所
を
言
う
」
の
か
と

問
わ
れ
た
際
に
、
そ
の
通
り
各
人
の
登
録
で
あ
る
、
「
尤
も
そ
の
戸
籍
は
、
一
夫
婦
と
子
供
で
も
っ
て
一
つ
の
戸
籍
を
編
製
」
と
答
え
た

（
肥
）

が
ゆ
え
に
、
何
故
「
各
人
の
登
録
」
で
あ
る
の
に
「
二
世
代
編
製
」
を
す
る
の
か
を
説
明
す
る
羽
目
に
な
り
、
答
弁
に
苦
労
し
て
い
る
。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
今
ま
で
の
戸
籍
編
成
単
位
理
念
の
「
家
」
が
な
く
な
っ
た
が
、
代
わ
り
に
、
何
故
夫
婦
と
子
の
二
世
代
編
製
に

戦
後
占
緬
川
の
民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
催
（
八
）
（
和
Ⅲ
）

六
五

Ｏ
Ｓ
の
意
向
に
つ
き
、
説
明
し
た
と
椎
川
す
る
に
難
く
な
い
。
（
ま
た
、
後
述
の
修
正
案
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
仮
に
も
何
ら
か
の

修
正
を
試
み
る
な
ら
ば
Ｇ
Ｓ
の
了
承
を
得
る
必
要
が
あ
る
、
と
説
明
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
）
既
に
経
緯
を
見
た
通
り
、
鬼
丸
が
直
接
問

題
と
す
る
「
三
世
代
戸
籍
原
則
排
除
」
の
編
製
原
理
は
、
も
と
も
と
日
本
側
の
起
草
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
Ｇ
Ｓ
は
「
徹
底
排
除
」
原
理
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
導
入
し
た
内
閣
の
国
会
提
出
草
案
⑩
を
擁
謎
す
べ
き
政
府
委

員
奥
野
と
し
て
み
れ
ば
、
今
更
「
三
世
代
以
上
」
許
容
に
戻
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
に
、
Ｇ
Ｓ
の
意
向
を
も
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ

（
Ⅳ
）
 

た
で
し
め
ろ
う
。

と
言
い
切
る
。
奥
野
が
こ
れ
に
対
し
、
答
え
た
箇
所
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

委
員
長
（
伊
藤
修
君
）

委
員
長
（
伊
藤
修
君
）

同
二
戸
廠
内
に
あ
ら
し
め
る
〔
強
調
和
田
］
と
い
う
こ
と
の
方
が
い
い
〔
…
］

速
記
を
止
め
て
。
［
速
記
中
止
］

（
肥
）

速
記
を
始
め
て
下
さ
い
。
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

一ハーハ

す
る
か
、
と
い
う
「
理
念
」
は
抑
々
な
い
。
大
体
こ
れ
が
多
く
の
家
族
の
実
態
に
近
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
政
府
委
員
提
案
理
由
説
川
し
か

な
い
。
（
実
は
、
こ
れ
が
起
草
委
員
会
と
Ｇ
Ｓ
の
多
数
意
見
で
も
あ
る
。
）
と
こ
ろ
が
、
「
家
」
に
対
抗
す
る
新
「
理
念
」
が
な
い
ゆ
え
に
、

以
下
の
二
代
編
製
へ
の
反
対
案
が
出
て
く
る
。

（
Ｚ
個
人
別
編
製
。
こ
れ
は
不
便
か
つ
紙
が
な
い
、
と
の
理
由
で
切
り
抜
け
て
い
る
。

（
イ
）
一
’
三
、
四
以
上
の
何
世
代
で
も
本
人
の
自
由
選
択
編
製
。
鬼
丸
案
は
こ
れ
で
あ
る
。
旧
法
下
で
も
、
実
際

（
戸
主
権
に
服
し
な
が
ら
も
）
世
代
数
は
自
由
な
戸
籍
編
製
で
問
題
な
く
機
能
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
こ
の
案
に
対
し
て
は
、
「
不

（
⑬
〉

便
・
紙
不
足
」
は
無
至
輌
、
統
一
性
が
な
い
、
と
い
う
反
対
理
由
も
成
り
立
た
な
い
。

ゆ
え
に
、
（
イ
）
の
鬼
丸
案
に
対
し
て
は
奥
野
は
「
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
（
Ｇ
Ｓ
）
が
反
対
の
意
向
で
あ
る
」
と
認
め
る
以
外
、
何
の
法
律

（
卯
）

上
の
決
定
的
理
由
，
Ｄ
挙
げ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
鬼
丸
ｌ
奥
野
厩
疑
応
答
の
後
、
編
製
原
理
の
矼
問
は
止
ん
で
い
る
。
が
、
後
日
二
月
二
八
日
に
、
編
製
原
理
に
つ
い
て
の
修
正

案
が
Ｇ
Ｓ
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
別
）

一
」
の
修
正
案
及
び
関
連
文
聿
回
は
参
照
し
得
た
日
本
側
史
料
に
は
全
く
見
当
た
ら
ず
、
Ｇ
Ｓ
側
史
料
に
の
み
英
文
が
あ
り
、
和
文
の
修
正

案
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
ず
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
手
聾
き
で
「
四
七
年
二
月
二
八
日
、
参
議
院
よ
り
」
と
記
さ
れ
た

紙
に
タ
イ
プ
打
ち
で
、
（
後
述
の
公
開
原
則
に
関
わ
る
修
正
案
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
）
以
下
の
修
正
案
が
あ
る
。

第
一
七
条
第
二
項
と
し
て
以
下
を
追
加
。

（
理
）

戸
搬
の
諏
頭
に
記
戦
し
た
る
者
と
氏
を
同
じ
く
す
る
そ
の
親
［
原
文
．
、
鮭
Ｑ
｝
『
の
。
一
陣
⑪
８
口
目
ロ
［
．
］
は
、
伺
鞭
頭
者
の
一
Ｐ
瀞
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
［
原
文
・
・
日
昌
□
①
①
ロ
（
の
『
の
□
．
．
］
。
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し
か
し
、
こ
れ
は
書
き
込
み
文
字
も
全
く
な
く
、
や
は
り
マ
コ
ー
、
、
、
ツ
ク
か
と
思
わ
れ
る
筆
致
で
全
行
に
バ
ツ
印
が
付
し
て
あ
る
の
み
で
、

検
討
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
し
て
、
代
替
案
と
お
ぽ
し
き
以
下
の
案
が
別
葉
に
あ
る
。
同
じ
く
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
手

書
き
で
用
紙
の
右
上
に
「
四
七
年
二
月
二
八
日
、
参
議
院
よ
り
」
と
あ
り
、
案
は
タ
イ
プ
打
ち
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
川
紙
の
左
側
に
「
○
日
一
二
月
一
日
」
、
下
段
に
「
反
対
（
○
ヶ
］
。
ｇ
一
・
口
）
」
［
原
文
下
線
の
マ
マ
］
と
あ
る
。

ま
た
更
に
別
葉
に
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
手
書
き
メ
モ
が
見
ら
れ
る
。

’
八
条
四
項
と
し
て
以
下
の
条
項
を
追
加
す
る
。

戸
繍
の
兼
頭
に
記
赦
し
た
る
者
と
氏
を
同
じ
く
す
る
一
の
直
系
尊
属
［
原
文
．
．
ｐ
冒
日
」
四
⑰
Ｃ
①
ロ
：
ョ
．
．
〕
は
、
両
者
（
及
び
該

当
あ
れ
ば
各
々
の
配
偶
者
）
の
合
意
の
下
に
、
当
該
戸
籍
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
（
）
の
括
弧
内
の
み
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
手

書
き
付
加
］

［
和
ｍ
に
よ
る
注
記
１
以
下
も
、
こ
こ
ま
で
も
、
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
文
書
の
史
料
は
、
基
本
的
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
な
の
で
、
｜
般

的
に
Ⅲ
本
譜
の
名
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
か
、
せ
め
て
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
、
注
か
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
巾
に
、
和
川
の
調
査
に
よ
る
瀧
字
表

記
を
書
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
他
史
料
に
拠
り
、
同
一
性
が
ほ
ぼ
確
信
で
き
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
当
初
よ
り
漢
字
表
記
と

し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
関
連
中
も
参
照
さ
れ
た
い
。
］

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
漸
法
改
服
過
隠
（
八
）
（
机
川
）

二Ａ‐

′、

(二：
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と
あ
り
、
こ
の
数
行
に
大
き
な
バ
ツ
印
が
付
し
た
上
で
○
貝
と
記
入
が
あ
る
。

以
上
の
一
次
史
料
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
参
議
院
司
法
委
員
会
で
の
一
一
月
二
五
日
の
奥
野
ｌ
鬼
丸
の
質
疑
の

後
、
鬼
丸
議
員
の
発
案
か
否
か
は
不
明
な
が
ら
、
委
員
会
で
上
記
の
修
正
が
起
案
さ
れ
た
。
挿
入
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
初
一
七
条
二

母
の
死
亡
後
、
同
意
に
よ
り
そ
の
息
子
と
妻
の
戸
籍
に
入
る
父
（
又
は
［
逆
の
場
合
］
母
）
の
権
利

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

四
七
年
一
一
月
二
八
日

梶
田
氏
参
議
院
司
法
委
員
会
の
資
格
有
る
専
門
家
［
原
文
Ｃ
５
冨
巴
の
ロ
の
。
旦
回
］

伊
藤
氏
同
委
員
長

（
羽
）

根
本
氏
参
議
院
事
務
官
［
原
文
９
ｍ
の
。
『
の
己
同
『
ｓ
］

四
七
年
一
二
日
一
日
’
一
八
条
四
項
修
正

［
…
こ
の
間
に
、
公
開
原
則
に
関
わ
る
第
一
○
条
に
つ
い
て
の
メ
モ
あ
り
、
後
述
…
］

一
七
条
追
加

父
ｌ
母
×

息
子
ｌ
妻

一
九
条

父
ｌ
母

娘
ｌ
夫
×

六
八
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つ
ま
り
先
ず
、
一
七
条
で
子
供
（
例
ｌ
息
子
）
が
桔
幡
し
て
新
戸
籍
編
興
し
た
直
後
に
、
両
親
が
息
子
の
戸
職
に
入
れ
ば
、
息
子
が
筆

頭
者
の
ま
ま
両
親
は
そ
の
後
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
旧
法
下
の
隠
居
に
よ
る
戸
籍
の
全
面
改
製
で
新
戸
主
が
冒
頭
に
来
、
前
戸
主

が
そ
の
後
に
記
載
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
体
裁
上
全
く
同
一
と
な
る
。
次
に
、
子
供
に
孫
が
生
ま
れ
れ
ば
、
同
一
戸
籍
内
に
三
世
代
が
記
載
さ

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
嬬
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
Ⅲ
）

六
九

項
、
そ
の
後
一
八
条
四
項
に
改
め
ら
れ
た
。
伊
藤
委
員
長
含
め
三
名
が
こ
れ
を
一
一
月
二
八
日
に
Ｇ
Ｓ
に
許
可
を
受
け
る
べ
く
持
ち
込
ん

だ
。
Ｇ
Ｓ
が
こ
れ
を
検
討
す
る
際
、
（
日
本
側
の
説
明
な
の
か
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
適
用
例
な
の
か
は
不
明
だ
が
）
想
定
し
た
具
体
例
は
、

ま
ず
一
七
条
に
よ
っ
て
子
供
（
例
え
ば
息
子
）
が
婚
姻
に
よ
り
新
戸
籍
を
編
成
し
た
後
、
母
が
死
亡
し
た
場
合
、
息
子
と
（
そ
の
妻
と
）

の
相
互
合
意
の
上
、
息
子
の
戸
繍
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
表
の
後
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
メ
モ
は
こ
ち
ら
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
）
。
次
に
、

一
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
離
婚
し
た
娘
が
両
親
の
戸
籍
に
戻
ら
ず
新
戸
籍
編
製
を
選
択
し
た
後
（
詳
細
は
本
節
第
二
款
（
１
）
で
後
述
）
、

両
親
と
娘
が
合
意
す
れ
ば
、
両
親
は
娘
の
戸
籍
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
内
容
を
見
て
、
一
二
月
一
日
に
Ｃ
ｓ
は
こ
れ
を
異
議
あ
り
、
と
し
て
国
会
（
委
員
会
）
提
出
を
認
め
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
国
会
の

審
議
録
等
に
は
一
切
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

Ｇ
Ｓ
の
異
議
の
理
由
は
、
修
正
案
の
内
容
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
和
文
修
正
案
が
な
い
の
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
上
、
本
修
正
案
が
、
氏

を
同
じ
く
す
る
親
子
二
世
代
双
方
の
夫
婦
四
人
が
同
一
戸
籍
に
入
る
こ
と
ま
で
認
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
他
の
条
項
（
主
に
第
六
条
の

一
「
一
の
夫
婦
」
）
の
原
則
に
よ
り
こ
れ
は
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
図
表
の
通
り
あ
り
得
な
い
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
も
し
認
め
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
の
修
正
案
は
、
戸
籍
法
に
お
け
る
「
『
家
』
廃
止
」
を
空
洞
化
し
、
「
三
世
代
戸
蔚
徹
底
排
除
」
は
根
本
的
に
崩
壊
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。

（
ま
た
、
認
め
て
い
な
い
場
合
で
も
一
方
の
配
偶
者
死
亡
後
、
生
存
配
偶
者
の
み
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ

る
Ｏ 

、－＝
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マ
フ
ー
ミ
ッ
ク
は
一
一
月
七
日
に
司
法
省
と
の
会
談
が
終
了
し
た
後
も
す
ぐ
に
記
録
・
報
告
の
た
め
の
文
諜
は
残
さ
ず
に
、
上
述
の
修

正
案
や
他
の
修
正
案
全
て
を
検
討
し
て
後
、
’
二
月
一
日
付
け
で
九
月
以
降
の
三
カ
月
に
亙
る
交
渉
の
記
録
を
ま
と
め
て
お
り
、
本
項
の

点
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
（
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
）
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

七
○

れ
る
こ
と
に
な
る
。
関
係
者
が
合
意
・
希
望
し
た
場
合
の
み
と
い
う
制
限
は
あ
る
も
の
の
、
戸
籍
法
改
正
全
体
の
精
神
と
完
全
に
逆
行
す

る
修
正
を
０
ｓ
が
認
め
る
訳
は
な
い
。

し
か
し
換
言
す
れ
ば
、
奥
野
か
ら
速
記
‐
中
止
時
に
せ
よ
そ
の
前
後
に
せ
よ
、
Ｃ
ｓ
の
意
向
は
修
正
起
案
背
に
は
当
然
伝
わ
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
う
し
た
修
正
案
が
わ
ざ
わ
ざ
Ｇ
Ｓ
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
鬼
丸
発
一
一
一
一
口
に
見
る
よ
う
に
「
三
世

代
戸
籍
徹
底
排
除
」
原
理
へ
の
反
感
・
「
家
」
類
似
編
製
原
理
へ
の
希
望
が
、
議
員
の
間
に
如
何
に
強
か
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
人
）
い
え
’
よ
う
。

こ
う
し
て
該
当
条
文
は
、
結
局
⑪
案
の
ま
ま
国
会
で
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

［
本
点
を
含
む
］
原
案
に
対
す
る
異
議
（
一
九
四
七
年
八
月
二
二
日
付
け
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
［
Ｃ
ｓ
戸
漸
法
史
料
Ｂ
］
参
照
）
は
、

登
録
［
の
一
単
位
］
の
範
囲
を
親
子
の
み
の
家
族
に
限
定
し
、
〔
…
］
解
決
を
見
た
。
［
…
］
本
法
案
に
よ
れ
ば
、
［
…
］
最
大
限

（
郡
）

で
も
夫
婦
と
、
そ
の
未
婚
の
子
［
・
・
・
］
の
み
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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「
戸
職
」
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
戸
鰯
法
案
国
会
提
出
よ
り
前
、
一
九
四
七
年
八
月
二
○
日
に
既
に
、
民
法
改
正
に
関
る
衆
議
院
の
司

（
閲
）

法
委
員
会
に
お
け
る
公
聴
会
に
て
、
土
口
田
三
市
郎
専
門
家
公
述
人
に
よ
り
こ
れ
を
「
民
繍
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
編
製
原
理
の
静
的
側
面
の
み
な
ら
ず
動
的
側
面
の
変
化
に
も
無
論
そ
の
因
を
発
し
て
い
る
が
、
国
会
で
の
議
論
が
「
三
世
代
戸

籍
徹
底
排
除
」
原
理
と
連
関
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。

旧
法
下
で
は
、
戸
籍
の
「
戸
」
Ⅱ
「
家
」
で
あ
り
、
｜
‐
家
」
廃
止
の
下
で
戸
籍
は
「
家
」
の
登
録
で
は
な
く
な
り
、
な
お
か
つ
編
製
原

理
上
「
家
」
頬
似
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
の
改
正
で
は
、
そ
も
そ
も
戸
籍
は
「
戸
」
籍
な
の
か
、
そ
の
意
義
の
変
化
に
伴
い
名
称

も
変
更
す
べ
き
で
は
、
と
い
う
議
論
が
、
「
家
」
廃
止
賛
同
者
か
ら
も
、
そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
「
家
」
（
類
似
要
素
）
維
持
論
者
か
ら
も

出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

［
…
］
こ
の
機
会
に
一
言
申
し
上
げ
て
、
将
来
戸
籍
法
の
御
審
議
を
な
さ
る
と
き
の
ご
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
〔
…
］
家

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
以
上
は
戸
薇
と
い
う
も
の
は
な
い
は
ず
で
す
。
戸
籍
と
い
う
も
の
は
家
の
藷
、
家
の
籍
の
中
に
、
戸
主
の
家

族
の
鰯
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
の
が
従
来
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
家
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
え
ば
今
度
は
戸
籍
と
い

う
も
の
は
お
か
し
い
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
民
籍
ｌ
感
か
に
適
当
な
名
前
が
あ
り
ま
す
れ
ば
桔
櫛
で
す
が
、
私
ど
も
の
考
え
で
は

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

七
一

（
３
）
編
製
原
理
変
更
に
伴
う
「
戸
籍
」
の
名
称
の
是
非
Ｉ
「
民
籍
」
名
称
案
Ｉ
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こ
の
時
は
、
あ
く
ま
で
民
法
改
正
案
の
審
議
で
あ
っ
た
た
め
、
本
件
に
つ
き
発
言
後
特
に
質
疑
応
答
も
議
論
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
前
後
は
、
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
も
含
め
名
称
の
議
論
は
な
い
。
こ
れ
が
再
論
議
さ
れ
る
の
は
、
戸
綴
法
案
瀞
議
の
参
議
院
司
法
委
員
会
、

（
郡
）

同
年
一
一
月
二
五
日
に
な
っ
て
か
ら
で
、
鬼
丸
識
員
が
こ
れ
を
持
ち
出
し
、
奥
野
政
府
委
員
が
答
弁
す
る
。
前
項
（
２
）
の
鬼
丸
の
三
世

代
戸
籍
容
認
／
推
進
論
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、
鬼
丸
は
「
家
」
維
持
と
は
ゆ
か
ぬ
ま
で
も
類
似
要
素
維
持
論
者
と
い
え
る
。
そ
の
鬼

九
が
わ
ざ
わ
ざ
戸
籍
か
ら
「
戸
」
の
字
を
消
そ
う
と
主
張
す
る
の
に
は
、
逆
説
的
・
戦
略
的
意
味
が
読
み
取
れ
る
。

よ
る
も
の
と
見
て
良
い
。

こ
れ
は
前
後
の
発
言
内
容
か
ら
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
（
法
律
上
の
）
「
家
」
廃
止
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
廃
止
賛
同
者
に

鬼
丸
義
噺
君
［
…
］
戸
雑
と
い
う
も
の
の
［
…
］
意
義
［
は
…
］
、
従
来
の
ご
と
き
戸
緋
の
意
義
で
変
る
と
こ
ろ
な
い
の
か
。

或
い
は
又
［
…
］
政
府
の
方
で
は
新
ら
し
い
意
義
を
持
た
れ
る
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
の
点
を
伺
い
た
い
。
［
…
］

政
府
委
員
（
奥
野
健
一
君
）
〔
…
］
戸
獅
〔
…
］
は
従
来
は
家
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
家
の
締
と
い
う
意
味
で
戸
繍
と

い
う
こ
と
に
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今
後
は
そ
う
い
う
意
味
と
は
非
常
に
遮
っ
て
参
り
ま
し
て
、
［
…
］
概
念
と
し

て
は
、
や
は
り
家
の
籍
で
は
な
く
し
て
、
各
人
の
籍
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
参
り
ま
す
。
こ
の
点
は
第
十
三
条
に
、
「
戸
籍
に
は
、

本
籍
の
外
、
戸
繕
内
の
各
人
に
つ
い
て
、
左
の
事
項
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
各
人
に
つ
い
て
の
登

録
［
強
調
和
田
］
と
い
う
こ
と
で
以
て
、
［
…
〕
夫
婦
と
子
供
と
い
う
の
を
〔
…
］
一
つ
の
川
紙
に
戸
繍
と
し
て
減
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

こ
れ
は
〔
…
］
国
民
の
籍
で
、
す
な
わ
ち
民
簸
法
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

七
二
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こ
れ
は
前
項
（
２
）
の
議
論
の
言
わ
ば
延
長
で
、
戸
籍
編
製
の
静
的
原
理
の
概
念
枠
組
は
一
体
何
な
の
か
、
個
人
な
の
か
「
家
」
類
似
の

も
の
を
そ
こ
に
認
め
る
の
か
、
が
論
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
奥
野
は
、
「
各
人
に
つ
い
て
の
登
録
」
で
あ
る
、
と
法
文
中
の
文
言
を
持
ち

出
す
。
確
か
に
旧
法
で
の
登
録
は
、
’
八
条
で
も
っ
と
複
雑
に
「
戸
主
の
」
、
「
戸
主
及
び
．
又
は
・
竝
に
．
家
族
の
」
と
な
っ
て
い
て
、

横
並
び
の
「
各
人
に
つ
い
て
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
鬼
丸
は
、
な
ら
ば
、
戸
籍
と
い
う
名
称
は
不
適
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に

対
し
、
奥
野
は
「
民
籍
‐
｜
「
入
籍
」
案
も
あ
っ
た
、
と
報
告
し
、
今
か
ら
で
も
名
称
変
更
も
可
能
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

鬼
丸
義
齋
君
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
戸
籍
と
い
う
文
字
が
当
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
［
…
］
各
人
の
登
録
［
…
］
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
戸
籍
と
い
う
名
前
自
体
も
そ
れ
に
副
う
よ
う
に
こ
の
際
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

政
府
委
員
（
奥
野
健
一
君
）
そ
れ
は
御
尤
も
な
点
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
も
実
に
こ
の
戸
籍
と
い
う
名
前
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
変
え
る
か
、
或
い
は
民
籍
と
か
、
或
い
は
人
籍
と
か
、
い
ろ
く
考
え
た
の
で
す
が
、
従
来
や
は
り
戸
籍
と
言
わ
れ
て
お
っ
て
、

非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
皆
に
知
れ
わ
た
っ
て
お
る
名
前
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
止
む
を
得
ず
、
［
…
］
結
局
戸
籍
と
い
う
の
は
必
ら

ず
家
の
存
在
と
雛
る
べ
か
ら
ざ
る
名
称
と
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う
い
う
名
前
を
用
い
ま
し
た
が
、
別
に
よ
い
名
称
が
あ

り
ま
す
れ
ば
、
変
更
す
る
に
吝
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鬼
丸
義
齋
君
や
は
り
こ
の
審
議
の
と
き
に
、
人
籍
と
か
い
う
よ
う
な
ふ
う
な
議
論
も
出
て
、
そ
れ
が
［
…
］
容
れ
ら
れ
な
い

こ
と
に
［
…
］
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

政
府
委
員
（
奥
野
健
一
君
）
民
籍
と
い
う
こ
と
も
一
応
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

七
＝ 
￣ 
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同
葉
に
は
、
他
の
同
史
料
フ
ァ
イ
ル
に
あ
る
英
文
修
正
案
と
異
な
り
、
○
【
と
も
Ｚ
ｏ
ｏ
耳
の
：
○
コ
と
も
○
口
〔
と
も
書
き
込
み
は
な
い
。

た
だ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
筆
跡
に
よ
る
以
下
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

七
四

こ
れ
は
鬼
丸
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
逆
の
論
法
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
、
も
し
戸
籍
の
名
が
変
え
ら
れ
ぬ
な
ら
、
逆
に
そ
の
「
戸
」
の
文
字

に
実
体
的
意
味
Ⅱ
「
家
」
類
似
要
素
の
存
在
許
容
が
あ
る
の
で
は
、
と
の
主
張
へ
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
奥
野
は
こ
れ
を
認
め

ず
、
更
に
逆
を
行
き
、
名
称
変
更
は
可
能
Ⅲ
「
家
」
類
似
要
素
の
積
極
的
許
容
意
図
の
不
在
を
説
く
。
今
次
戸
籍
法
案
の
実
体
に
鑑
み
れ

ば
「
民
籍
」
な
る
名
称
も
十
分
考
え
得
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

こ
の
後
、
国
会
審
議
記
録
に
は
一
切
こ
の
話
題
は
出
て
お
ら
ず
、
名
称
変
更
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
参
議
院
司
法

委
員
会
で
は
、
戸
籍
法
文
中
全
て
の
戸
籍
な
る
語
を
「
民
籍
」
へ
変
更
す
る
、
画
期
的
な
修
正
が
起
案
さ
れ
、
承
認
を
得
る
た
め
に
Ｇ
Ｓ

に
持
ち
込
ま
れ
、
し
か
も
Ｇ
Ｓ
も
こ
れ
に
反
対
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

即
ち
前
項
（
２
）
の
修
正
案
と
同
様
、
日
本
側
の
（
一
次
的
・
二
次
的
と
も
）
和
文
史
料
は
な
い
が
、
Ｇ
Ｓ
の
英
文
一
次
史
料
に
よ
れ

ば
、
四
七
年
一
一
月
二
八
日
に
、
や
は
り
参
議
院
司
法
委
員
会
よ
り
梶
田
参
議
院
司
法
委
員
会
メ
ン
バ
ー
・
伊
藤
修
委
員
長
・
根
本
参

（
釘
）

議
院
事
務
官
［
７
・
］
（
前
出
注
参
照
）
が
Ｏ
Ｓ
を
訪
れ
た
際
、
次
の
修
正
案
を
提
出
し
て
い
る
。

四
七
年
一
一
月
二
八
日
、
参
議
院
よ
り
［
こ
の
部
分
の
み
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
手
書
き
］

以
下
の
通
り
戸
籍
法
改
正
案
を
修
正
す
る
こ
と
。

本
法
案
中
の
「
戸
籍
」
の
語
は
「
民
籍
」
に
こ
れ
を
置
き
換
え
る
こ
と
。
［
英
文
タ
イ
プ
］
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の
不
動
の
事
空
く
な
ら
ば
、
こ
れ
を
「
戸
籍
で
は
な
い
、
民
籍
で
あ
る
」
と
す
れ
ば
、
国
民
も
新
し
く
て
当
然
、
役
所
の
窓
口
で
も
一
々
積

極
的
に
解
説
を
求
め
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
混
乱
を
避
け
得
る
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
っ
た
筈
で
あ
ろ
う
。
（
次
項

（
４
）
の
一
松
参
議
院
議
員
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）

こ
の
「
民
籍
」
名
称
案
の
実
現
可
能
性
は
必
ず
し
も
低
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
、
オ
プ
ラ
ー
の
「
家
」
類
似
要

素
の
か
な
り
徹
底
し
た
排
除
、
ま
た
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
個
人
別
編
製
の
主
張
、
国
会
で
も
奥
野
の
い
う
検
討
過
程
で
も
出
て
い
た
「
民

鰯
」
名
称
案
、
そ
し
て
（
鬼
丸
の
「
家
」
観
念
認
知
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
に
し
て
も
）
奥
野
の
門
称
変
更
可
能
と
い
う
国
会
で
の

明
一
言
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
殊
更
の
「
営
皀
の
固
臼
」
語
の
重
用
、
等
々
を
勘
案
し
て
み
よ
う
。

Ｇ
Ｓ
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
個
人
別
編
製
を
司
法
省
側
が
拒
否
し
た
際
、
Ｇ
Ｓ
は
「
戸
」
籍
と
い
う
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
を
主

張
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
民
法
と
並
ん
で
戸
箭
法
で
も
「
家
」
廃
止
を
言
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
戸
籍
法
の
複
雑

な
改
正
内
容
を
喧
伝
す
る
以
上
に
、
全
国
の
役
所
で
単
に
「
戸
籍
」
の
二
文
字
は
な
く
な
っ
た
、
と
国
民
に
周
知
徹
底
す
る
の
み
で
、

「
家
は
廃
止
だ
が
、
戸
Ⅱ
家
の
籍
は
戸
籍
に
残
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
根
絶
す
る
た
め
に
も
、
効
果
は
絶
大
で
あ
っ
た
ろ
う
。

他
方
、
司
法
省
の
「
実
務
の
混
乱
を
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
」
と
の
肢
大
関
心
か
ら
言
え
ば
、
旧
来
通
り
の
「
戸
籍
法
」
の
名
の
ま
ま

法
学
志
林
第
一
○
Ⅲ
巻
第
三
号

七
六

表
Ｂ
と
は
次
項
（
４
）
で
引
用
す
る
、
改
正
法
に
よ
る
戸
籍
簿
様
式
雛
形
で
あ
る
。
後
述
の
通
り
、
旧
法
下
の
「
本
籍
」
「
前
戸
主
」
「
戸

主
」
の
特
別
欄
の
あ
る
【
○
の
回
国
と
は
異
な
り
、
マ
コ
１
ミ
ッ
ク
は
法
文
の
自
然
な
解
釈
と
し
て
、
改
正
法
下
の
戸
籍
簿
に
は
「
本
籍
」

「
戸
籍
筆
頭
者
」
の
特
別
欄
は
な
く
（
実
際
は
設
け
ら
れ
た
）
、
各
人
平
等
ゆ
え
、
こ
れ
は
巨
皀
の
同
国
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と

主
」
の
特
別
欄
（

「
戸
籍
筆
頭
者
」

い
う
訳
で
あ
る
。

で
か
な
り
斬
新
な
内
容
を
盛
り
込
む
か
ら
こ
そ
、
国
民
は
混
乱
す
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
新
内
容
導
入
は
既
に
決
定
ず
み
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◎
第
九
条

①
で
は
、
旧
法
の
一
部
改
正
で
あ
り
、
戸
主
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
、
「
表
示
」
に
関
す
る
規
定
は
特
に
な
い
。
従
来
通
り
、

「
表
示
」
が
必
婆
と
な
る
際
は
、
戸
主
の
氏
名
及
び
本
綴
を
記
靴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
例
と
し
て
は
、
旧
戸
繍
法
第

六
九
条
第
二
項
一
三
号
の
出
生
届
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
「
子
ノ
人
ル
ヘ
キ
家
ノ
戸
主
ノ
氏
名
及
上
本
籍
」
等
を
見
よ
。
）

「
戸
瀞
筆
頭
者
」
と
は
、
改
正
戸
籍
法
の
文
言
に
従
え
ば
、
「
戸
繍
［
…
］
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
水
頂
で

取
り
上
げ
る
通
り
、
改
正
法
で
は
こ
の
「
筆
頭
者
」
の
氏
名
を
特
に
戸
籍
簿
の
冒
頭
に
記
す
欄
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
特
別
の
扱
い
が
さ

れ
て
い
る
ｃ

に
も
拘
ら
ず
「
戸
籍
」
の
名
を
捨
て
な
か
っ
た
の
は
、
桔
局
「
家
」
類
似
要
素
を
ノ
ミ
ナ
ル
に
せ
よ
少
し
で
残
し
た
い
、
と
い
う
保
守

派
を
説
得
す
る
方
法
の
一
と
し
て
、
「
戸
籍
」
の
名
称
、
｜
‐
戸
籍
」
は
従
来
通
り
で
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
幻
想
（
？
）
に
訴
え
る
効
果

の
方
を
よ
り
大
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
修
正
案
を
起
草
し
た
議
員
が
お
り
、
司
法
委
員
会
委
員
長
自
身
が
Ｇ
Ｓ
の
了
承
を
得
る
労
ま
で

（
訓
）

と
っ
た
に
も
拘
わ
、
し
ず
、
結
局
こ
の
修
正
案
は
そ
の
後
司
法
委
員
会
で
も
本
会
議
で
も
提
出
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
ず
、
「
戸
籍
筆
頭
者
」
自
体
に
関
す
る
規
定
の
変
化
を
見
よ
う
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
濡
法
改
正
過
繩
（
八
）
（
和
田
）

（
池
）

（
４
）
「
｜
Ｐ
籍
筆
頭
者
」
の
問
題

七
七
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◎
第
一
三
条

⑨
〔
第
八
条
］
⑩
⑪
。
「
共
に
第
九
条
］
全
て
同
文

戸
繍
は
、
そ
の
筆
頭
に
記
戦
し
た
者
の
氏
名
及
び
本
綴
で
こ
れ
を
表
示
す
る
。
そ
の
者
が
戸
廠
か
ら
除
か
れ
た
後
も
、
同
様
で
あ

る
。

③
［
第
一
四
ノ
ー
条
］
④
⑤
⑥
⑦
［
共
に
第
一
○
ノ
ー
一
条
］
全
て
同
文

戸
籍
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
ハ
［
…
］
戸
籍
ノ
筆
頭
二
記
峨
シ
タ
ル
者
ノ
氏
名
及
上
本
綴
ヲ
以
テ
ス
其
者
ヵ
戸
籍
ヨ
リ
除
カ
レ
タ
ル
後
亦

司
シ

次
に
、
戸
繍
の
記
救
事
項
に
関
し
て
の
旧
法
か
ら
改
正
ま
で
の
変
化
を
簡
単
に
見
て
み
る
と
、
要
綱
（
第
二
）
以
後
、
法
案
（
現
行
第

三
条
該
当
条
文
）
、
現
行
法
（
第
一
三
条
）
ど
れ
を
見
て
も
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

要
綱
第
七

届
書
其
の
他
の
書
類
に
戸
繍
の
表
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
於
て
は
戸
籍
に
記
戦
し
た
る
者
の
中
筆
頭
の
者
の
氏
名
及
び
本
籍
を

以
て
之
を
表
示
す
る
も
の
と
し
、
其
の
者
を
戸
籍
よ
り
除
き
た
る
後
も
亦
同
じ
き
も
の
と
す
る
こ
と
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

七
八
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⑨
（
第
一
八
条
）

戸
籍
に
は
、
士

ば
な
ら
な
い
。

③
④
⑤
⑥
⑦
 

第
一
八
条
［
文
語
で
「
各
人
二
付
干
」
と
あ
り
、
内
容
上
左
の
◎
と
同
三

要
綱第
二
戸
籍
に
は
左
の
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
［
改
行
］
’
氏
名
二
本
籍
〔
…
］

①
旧
法
と
基
本
的
に
同
じ

旧
法
第
一
八
条

戸
籍
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

｜
戸
主
、
前
戸
主
及
上
家
族
ノ
氏
名
［
以
下
略
］

旧
戸
籍
法
施
行
細
則
（
大
正
三
年
一
○
月
三
日
司
法
省
令
第
七
号
）

［
第
一
条
及
び
附
録
第
一
号
様
式
（
ひ
な
形
）
に
拠
れ
ば
、
家
族
は
個
別
に
氏
は
記
載
さ
れ
な
い
。
］

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

）
⑩
⑪
◎
 

本
籍
の
外
、

（
第
一
三
条
）
ｌ
 

｜
戸
籍
内
の
各
人
に
つ
い
て
［
強
調
和
田
］
、
左
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

七
九
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［
ｌ
〕
要
綱
及
び
［
２
］
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
前
の
草
案
②
ｌ
⑨
の
一
貫
性

旧
法
と
同
じ
①
を
除
外
し
、
要
綱
第
七
で
、
戸
廠
の
「
表
示
」
（
要
す
れ
ば
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
）
を
目
的
と
す
る
「
戸
縦
に
記
救
し
た
る

者
の
中
筆
頭
の
者
」
、
所
調
「
戸
獅
簸
頭
者
」
が
初
め
て
現
れ
、
◎
の
成
立
法
ま
で
、
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
及
び
具
体
的
な
戸
締

輝
上
の
表
現
形
態
に
つ
い
て
は
、
起
草
委
員
会
に
於
い
て
論
争
が
あ
っ
た
と
川
島
が
伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。

［
３
］
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談

会
談
を
通
し
て
も
、
結
論
か
ら
言
え
ば
条
文
は
一
切
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
「
戸
籍
筆
頭
者
」
が
論
点
に
上
っ
た
箇
所
を
見
て
お
く
。
こ
れ
を
条
文
上
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
た
の
は
唯
一
第
一
期
の
ブ
レ

イ
ク
モ
ァ
の
み
で
あ
っ
た
（
第
一
回
、
八
／
八
、
三
六
’
三
七
頁
）
。

次
に
経
過
を
見
よ
う
。

［
ブ
］
次
に
、
第
八
条
は
戸
籍
の
分
類
の
た
め
の
規
定
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
趣
旨
例
え
ば
「
…
…
［
マ
マ
］
表
示
し
て
分
類

す
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
規
定
の
仕
方
を
し
た
ら
ど
う
か
。

司
例
え
ば
第
十
八
条
第
七
号
に
は
「
戸
籍
の
表
示
」
と
あ
る
が
、
第
八
条
は
か
よ
う
な
表
示
、
い
い
か
え
れ
ば
戸
繍
の
呼
称
の

法
学
志
林
鋪
一
○
四
巻
鮒
三
号

ｌ
 

氏
名
［
強
調
和
田
以
下
略
］

八
○
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こ
の
後
記
録
上
は
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
が
別
件
で
割
っ
て
入
っ
た
た
め
、
こ
の
話
題
は
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
が
、
既
に
川
島
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
後
述
す
る
如
く
、
こ
の
「
戸
籍
筆
頭
者
」
は
問
題
を
孕
ん
で
お
り
、
条
・
文
上
も
司
法
省
の
説
明
で
も
単
に
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
と
し
か
見
え
な
い
こ
の
条
項
に
、
「
何
か
」
を
感
じ
た
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
の
見
識
に
は
一
目
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
箇
所
の
正

に
直
前
で
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
、
既
述
の
「
紙
や
手
数
の
た
め
に
『
家
』
の
名
残
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
賛
成
で
き
な
い
。
」
と
、
離
婚
復

氏
者
の
復
繍
を
論
難
し
て
い
る
だ
け
に
、
彼
が
「
筆
頭
者
」
に
も
「
家
」
類
似
要
素
を
（
的
確
に
も
！
）
探
知
し
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
目

的
の
明
文
化
で
こ
れ
を
払
拭
せ
ん
と
し
た
の
で
は
、
と
思
わ
せ
る
所
以
で
あ
る
。
（
尚
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
・
オ
プ
ラ
ー
の
残
し
た
記
録
に

は
本
件
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
）

一
方
、
第
四
期
に
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
も
一
度
の
み
「
筆
頭
者
」
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
翻
訳
語
の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
（
第
一
○
回
、
一
○
／
四
、
四
九
頁
）
。

マ
ー
第

司
そ
坐

マ
可
。

ブ
た
し
か
に
第
八
条
は
戸
繍
の
内
容
で
は
な
く
、
戸
籍
の
呼
び
方
を
き
め
る
た
め
の
規
定
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
目
的
を
誓
い

弓

た
ら
よ
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

よ
》
っ
な
も
の
で
あ
る
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
傭
法
改
正
過
爆
（
八
）
（
和
川
）

「
第
九
条
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
」
と
い
う
英
訳
に
酉
の
目
と
い
う
文
字
が
出
る
が
こ
れ
を
な
く
し
た
い
。

そ
れ
で
は
（
岳
の
□
⑦
『
の
。
□
三
宮
○
四
ｂ
ｂ
８
『
⑫
〔
月
ご
ロ
（
ず
の
幻
の
巴
の
（
。
『
）
と
し
て
は
如
何
。

八
一
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［
４
］
国
会
審
議

先
ず
、
一
九
四
七
年
一
一
月
二
二
日
の
衆
議
院
司
法
委
員
会
に
お
け
る
、
与
党
社
会
党
の
石
川
金
次
郎
議
員
に
よ
る
、
奥
野
へ
の
質
問

を
見
る
。
連
れ
子
の
あ
る
女
性
が
男
の
氏
を
称
し
て
結
婚
す
る
場
合
、
連
れ
子
が
氏
を
変
え
な
い
た
め
に
一
人
残
る
戸
籍
簿
は
、
筆
頭
者

で
あ
っ
た
母
の
名
で
従
前
通
り
表
示
さ
れ
る
が
、
母
は
そ
の
戸
籍
に
は
既
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
本
籍
地
と
戸
籍
筆
頭

者
に
よ
っ
て
戸
籍
を
表
示
す
る
方
法
は
妥
当
で
な
い
、
と
い
う
純
粋
に
技
術
的
問
題
を
石
川
は
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
奥
野
は
「
そ

の
者
［
筆
頭
者
］
が
死
亡
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
戸
籍
に
移
っ
て
も
、
な
お
か
つ
移
っ
た
者
の
氏
名
と
本
籍
で
表
す
と
い
う
ま
こ
と
に

変
な
こ
と
に
な
る
［
…
］
が
、
そ
れ
以
外
に
適
当
な
方
法
が
な
い
の
で
や
む
を
得
ず
九
条
を
つ
く
っ
た
」
と
答
弁
し
て
、
議
論
を
終
え
て

し
か
し
、
問
題
に
や
や
本
質
的
に
迫
る
質
疑
は
参
議
院
司
法
委
員
会
で
、
三
日
後
に
大
野
幸
一
議
員
か
ら
、
第
一
二
八
条
の
、
現
状
の

（
郷
）

「
｜
戸
主
」
等
の
記
載
が
そ
の
ま
ま
の
戸
籍
を
「
新
法
の
規
定
に
よ
る
一
Ｐ
籍
と
み
な
す
」
条
項
と
の
関
連
で
な
さ
れ
た
。

後
述
の
、
現
行
戸
籍
法
一
三
条
の
表
現
と
、
戸
籍
簿
様
式
の
間
の
不
一
致
（
場
合
に
よ
っ
て
は
一
三
条
の
「
偽
装
性
」
）
を
こ
の
段
階

（
羽
）

で
予
測
・
探
知
す
る
の
は
難
し
い
に
せ
よ
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
こ
の
問
題
の
扱
い
は
隔
靴
掻
痒
の
観
を
免
れ
な
い
。
こ
の
「
｜
Ｐ
籍
筆
頭

者
」
と
「
戸
主
」
の
連
関
性
は
、
国
会
で
も
指
摘
さ
れ
る
所
と
な
っ
た
。

（
鋼
）

い
る
。

大
野
幸
一
君
…
…
百
二
十
八
条
で
す
が
、
「
こ
れ
を
新
法
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
と
み
な
す
。
」
こ
う
あ
り
ま
す
意
味
で
す
が
、
ど

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

八
一
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「
戸
幡
韮
頭
者
」
存
世
の
問
題
は
し
か
し
、
法
案
成
立
後
に
頭
を
慨
げ
て
来
た
。

「
戸
繍
躯
頭
者
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
ま
ず
要
綱
で
は
「
戸
繍
に
記
戦
し
た
る
者
の
中
華
頭
の
者
」
で
あ
り
、
条
文
化
後
は
、
一
世

し
て
「
戸
繍
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
ハ
［
…
］
戸
鰯
ノ
筆
頭
二
記
救
シ
ク
ル
者
ノ
氏
名
及
上
本
籍
ヲ
以
テ
ス
」
乃
至
「
戸
耕
は
、
そ
の
筆
頭
に
記

戦
し
た
者
の
氏
名
及
び
本
籍
で
こ
れ
を
表
示
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
本
項
冒
頭
に
示
し
た
、
戸
瀞
記
斌
事
項
に
関
す
る
規
定
の
変
化
を
見
て
み
る
。
要
綱
以
後
、
現
行
法
ま
で
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
箭
法
改
正
過
程
（
八
）
（
抓
川
）

八
三

こ
れ
は
、
遜
法
施
行
の
み
で
は
「
戸
主
」
は
消
え
ず
、
民
法
の
「
応
急
描
世
法
」
で
も
戸
主
権
が
廃
止
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の

時
点
で
は
改
正
民
法
も
未
成
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
現
象
で
あ
る
。
当
時
の
法
的
状
況
と
し
て
は
や
む
を
得
な
い
が
、
後
述
の
諸
問
題

を
考
え
れ
ば
、
問
題
意
識
は
了
と
さ
れ
よ
う
。
奥
野
は
こ
れ
に
、
「
資
材
の
関
係
、
人
手
の
関
係
等
」
で
一
度
に
全
て
の
改
製
は
で
き
な

い
の
で
、
「
戸
籍
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
」
は
「
今
ま
で
の
戸
主
の
所
に
書
い
て
お
っ
た
者
」
と
な
る
が
、
「
止
む
を
得
ず
従
来
通
り
に
な

っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え
て
終
わ
っ
て
い
る
。

国
会
で
も
こ
れ
以
上
の
質
疑
は
な
く
、
第
九
条
も
こ
の
ま
ま
成
立
し
た
。

う
も
新
遥
法
が
で
き
て
も
一
Ｐ
籍
謄
本
を
取
る
と
一
Ｐ
主
と
い
う
言
葉
が
削
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
謄
本
を
交
付

す
る
と
き
に
は
今
後
は
戸
主
と
い
う
の
を
抹
消
す
る
よ
う
に
適
当
に
そ
の
係
り
の
人
が
抹
消
し
て
出
す
よ
う
に
し
た
い
と
思
う

［・ＣＯ］○
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戸
繍
に
は
、
十

ば
な
ら
な
い
。

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
法
文
の
み
か
ら
は
、
「
各
人
」
に
つ
き
全
く
同
様
に
各
欄
に
（
同
じ
）
氏
が
（
相
異
な
る
名
と
共
に
）
繰
り
返
し

記
救
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
「
記
載
し
た
る
者
の
中
筆
頭
の
者
の
氏
名
及
び
本
繍
」
が
「
〔
…
］
他
の
書
緬
に
戸
籍
の
表
示
〔
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
］
を
必
要
と
す
る
場
合
に
」
（
要
綱
第
七
）
書
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
自
然
に
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
青
木
／
大
森
が
後

に
新
法
下
で
は
「
戸
主
の
廃
止
に
よ
り
、
戸
籍
内
の
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
、
戸
籍
上
の
取
り
扱
い
を
同
一
に
す
る
こ
と
と
し
た
」
［
強

く
粥
）

調
和
田
］
と
一
一
一
己
っ
て
い
る
の
６
は
既
に
見
た
。

マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
も
法
文
案
を
読
ん
だ
上
で
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
法
文
案
の
み
な
ら
ず
現
実
の
戸
籍
簿
様
式
の
詳

細
に
も
留
意
し
て
い
る
。
即
ち
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
自
ら
の
筆
に
な
る
一
二
Ⅱ
一
ｕ
付
け
の
「
Ｇ
Ｓ
戸
職
法
史
料
Ｃ
」
の
五
点
に
及
ぶ
添

法
学
志
休
第
一
○
Ⅲ
巻
第
三
号

八
四

あ
る
。
要
綱
で
は
「
各
人
に
つ
い
て
」
の
表
現
は
な
い
。
し
か
し
、
条
文
に
現
れ
た
段
階
で
、
最
も
早
い
時
期
の
草
案
と
思
わ
れ
る
三
章

の
第
③
草
案
の
箇
所
で
紹
介
し
た
我
妻
文
書
中
の
草
案
か
ら
始
ま
り
、
第
④
次
草
案
以
後
も
（
参
照
し
得
た
草
案
で
は
全
て
）
一
貫
し
て
、

第
⑦
次
草
案
ま
で
文
語
で
「
各
人
一
一
付
キ
」
、
第
⑨
次
草
案
以
後
は
口
語
で
、
｜
‐
各
人
に
つ
い
て
」
、
と
左
の
現
行
戸
籍
法
と
同
様
に
な
っ

た
訳
で
あ
る
。
現
行
第
一
三
条
の
文
言
を
繰
り
返
し
て
お
く
と
、

一
氏
名
［
強
調
和
田
］

二
出
生
の
年
月
日
［
…
と
周
知
の
内
容
が
続
く
］
」

本
籍
の
外
、
戸
祷
内
の
各
人
に
つ
い
て
［
強
調
和
田
］
、
左
の
事
項
を
記
減
し
な
け
れ
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と
こ
ろ
が
、
法
の
運
用
は
こ
れ
と
異
な
る
。
改
正
法
国
会
通
過
後
二
十
日
間
を
経
て
初
め
て
、
戸
籍
法
施
行
規
則
が
同
四
七
年
一
二
月

二
九
日
に
司
法
省
令
と
し
て
出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
第
三
三
条
一
項
「
戸
籍
の
記
載
は
、
附
録
第
六
号
の
ひ
な
形
に
定
め
た
相
当
欄

に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
従
い
、
「
附
録
第
一
号
嫌
式
戸
廠
」
「
附
録
第
六
号
戸
廠
の
記
仙
の
ひ
な
形
」
を
見
る
と
、

各
戸
籍
簿
の
冒
頭
に
特
に
戸
籍
簿
中
唯
一
縦
に
一
貫
し
て
幅
広
の
「
本
籍
」
欄
・
「
氏
名
」
欄
が
縦
列
に
並
ん
で
い
る
の
が
判
明
す
る
。

誰
の
「
氏
名
」
柵
な
の
か
（
戸
籍
法
施
行
規
則
に
も
、
本
ひ
な
形
に
も
）
説
明
は
皆
無
、
当
欄
を
見
た
だ
け
で
は
全
く
判
明
し
な
い
。
各

人
の
棚
を
見
、
そ
の
内
、
「
兼
頭
の
者
」
の
「
名
」
が
、
第
六
号
ひ
な
形
岡
頭
の
「
氏
名
」
欄
の
「
名
一
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
し
て

戟
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

八
五

付
資
料
の
一
つ
と
し
て
に
改
正
法
案
・
旧
法
各
々
に
よ
る
戸
籍
簿
様
式
／
用
紙
を
入
れ
、
こ
れ
に
英
文
で
記
載
要
領
・
内
容
を
書
き
込

ん
だ
雛
形
を
も
作
成
し
て
い
た
。

こ
れ
を
見
る
と
、
改
正
法
案
に
よ
る
戸
籍
簿
は
各
人
と
も
全
く
同
一
の
記
入
欄
・
様
式
（
実
は
旧
法
の
戸
繍
漸
実
物
の
第
二
頁
以
下
の

用
紙
）
を
用
い
て
お
り
、
（
現
行
法
で
は
実
は
設
け
ら
れ
て
い
る
）
特
別
の
「
本
籍
」
欄
．
そ
の
す
ぐ
下
の
筆
頭
者
の
氏
名
欄
は
な
い
。

各
人
の
間
の
相
述
は
、
（
Ｚ
兼
、
者
の
欄
に
の
み
当
該
戸
廠
の
本
職
が
齊
か
れ
る
こ
と
、
（
イ
）
簸
頭
者
以
外
は
兼
頭
者
と
の
続
柄
が
記

入
さ
れ
る
欄
に
、
筆
頭
者
に
限
っ
て
氏
（
・
・
の
こ
『
目
白
の
．
．
）
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
点
に
過
ぎ
な
い
。
（
こ
の
雛
形
で
は
、
氏
が
筆
頭

者
の
欄
に
一
度
だ
け
記
入
さ
れ
る
の
か
、
各
人
の
．
ｚ
…
６
欄
１
厘
句
一
「
鷺
へ
勺
；
・
目
一
圏
鱒
員
と
限
定
は
し
て
い
な
い
た
め
ｌ

に
も
繰
り
返
し
記
入
さ
れ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
）

次
に
旧
法
に
よ
る
戸
籍
簿
は
実
物
を
使
い
、
冒
頭
の
「
本
籍
」
「
前
戸
主
」
「
戸
主
」
欄
の
み
が
あ
る
第
一
頁
全
体
に
つ
い
て
、
マ
コ
ー

ミ
ッ
ク
は
わ
ざ
わ
ざ
「
Ⅲ
い
、
戸
主
登
録
新
戸
籍
法
案
で
は
記
入
さ
れ
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
。
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結
果
と
し
て
、
現
行
戸
綴
法
一
三
条
の
表
現
と
、
戸
籍
簿
様
式
は
、
精
確
に
は
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
不
一
致
が
ど
の
時
点
か
ら
存

在
し
た
の
か
。
Ｇ
Ｓ
や
国
会
で
法
案
審
議
巾
に
、
司
法
筒
や
起
草
委
員
・
幹
事
は
既
に
こ
う
し
た
「
筆
頭
者
欄
」
の
あ
る
様
式
の
使
用
を

意
図
・
準
備
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
一
二
月
九
日
の
法
案
通
過
後
、
三
週
間
後
に
迫
っ
た
一
月
一
日
の
施
行
を
前
に
最
終
的
に
様
式

科
か
ら
蝋
わ
れ
る
。

法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
三
号

八
六

初
め
て
、
次
の
二
点
が
判
明
す
る
。

第
一
に
、
「
各
人
に
つ
い
て
〔
…
〕
氏
名
」
が
「
記
戦
」
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
名
」
の
み
が
記
救
さ
れ
る
こ
と
。

第
二
に
、
前
記
の
最
も
自
然
な
法
文
の
解
釈
と
異
な
り
、
「
各
人
」
「
す
べ
て
の
者
の
取
り
扱
い
を
同
巨
に
各
欄
に
、
名
の
み
を

（
１
）
「
記
載
し
た
る
者
の
中
華
ｍ
の
者
の
氏
名
及
び
本
廠
」
が
、
「
他
の
悲
頬
」
（
後
二
者
は
、
要
綱
第
七
）
な
ら
ぬ
戸
濡
簿
そ
の
も
の
に

（
抑
）

特
別
に
曰
口
頭
に
幅
広
欄
が
設
け
ら
れ
て
、
「
一
Ｐ
籍
の
表
示
［
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
〕
」
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
筆
頭
者
欄
は
、
形
態
上
は
旧
法
の
「
前
戸
主
」
欄
と
、
「
氏
」
表
示
の
機
能
上
は
旧
法
の
「
戸
主
」
欄
（
乃
至
「
前
戸
主
」
欄
）

（
郷
）

と
同
一
で
あ
る
。
旧
法
と
析
法
の
様
式
を
叩
純
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、
（
マ
コ
ー
、
、
、
ツ
ク
が
新
法
下
で
は
使
川
さ
れ
な
い
、
と
一
一
一
一
口
川
し

た
！
）
旧
法
下
の
用
紙
第
一
頁
の
形
態
が
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
用
と
は
い
え
、
「
本
籍
」
欄
は
そ
の
ま
ま
、
「
前
戸
主
」
欄
を
「
（
筆
頭
者
）
氏

名
」
欄
に
転
用
、
「
戸
主
」
欄
は
そ
の
ま
ま
「
筆
頭
者
一
欄
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

０
ｓ
は
前
述
の
油
り
、
こ
う
し
た
韮
噸
背
棚
が
没
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
戸
繍
扶
成
立
前
に
は
Ｔ
足
し
て
い
な
い
。
で
は
そ
の
後
、
施
行

規
川
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
改
め
て
了
承
し
て
い
た
の
か
。
参
照
し
得
た
日
本
側
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
Ｇ
Ｓ
／
Ｐ
Ｈ
Ｗ
／
Ｃ
ｌ
＆
胆
）
側
双

方
の
文
献
に
は
記
録
が
な
い
。
な
い
だ
け
に
、
施
行
規
則
は
、
技
術
的
な
も
の
の
み
を
法
案
か
ら
移
し
た
の
だ
か
ら
問
題
は
な
い
は
ず
、

と
の
心
臓
も
り
で
殆
ど
チ
ェ
ッ
ク
は
し
な
か
っ
た
論
然
性
が
高
か
ろ
う
。
Ｇ
Ｓ
の
気
付
か
ぬ
所
で
旧
制
度
の
態
様
が
残
っ
た
こ
と
が
、
山

Hosei University Repository



第
三
に
は
、
兼
頭
者
柵
を
設
け
た
結
果
と
し
て
、
「
談
頭
者
」
が
「
戸
主
」
に
摸
さ
れ
易
い
「
家
」
頬
似
要
素
で
あ
る
こ
と
よ
る
、
所

（
Ⅲ
）
 

調
「
家
」
意
識
の
温
存
が
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
法
改
正
の
四
八
年
一
月
時
点
で
、
実
体
法
た
る
民
法
が
、
実
は
戸
繍
筆
頭
者
に
一
定
の
「
権
限
」
を
与
え
て
お
り
、
こ
れ
が

適
川
の
局
面
は
極
め
て
限
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
第
三
の
「
家
」
意
識
の
温
存
に
も
深
く
関
わ
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
こ

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
砺
法
改
正
過
侭
（
八
）
（
和
川
）

八
七

第
二
の
問
題
と
し
て
、

性
」
が
生
ま
れ
る
（
慨

第
三
に
は
、
兼
頭
者
艸

戸
繍
筆
頭
者
・
筆
頭
者
柵
を
巡
る
問
題
を
最
後
に
総
括
し
て
お
く
。

第
一
に
、
個
人
別
編
製
で
な
い
限
り
、
戸
繍
輝
の
容
易
な
検
索
の
た
め
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
一
項
目
と
し
て
、
必
然
的
に
乃
韮
便
宜
上

「
代
表
者
」
名
の
要
請
が
生
じ
る
こ
と
自
体
の
問
題
。
無
論
、
本
籍
地
で
検
索
し
、
同
本
籍
地
の
複
数
の
戸
籍
簿
に
は
検
索
用
に
単
純
に

通
し
番
号
で
も
付
せ
ば
、
検
索
目
的
に
「
筆
頭
者
」
な
ど
設
け
る
必
要
は
な
く
な
る
。
た
だ
実
務
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
存

在
す
る
「
筆
頭
に
記
斌
し
た
る
者
」
以
外
に
番
号
が
登
場
し
、
事
務
負
担
は
増
え
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
し
た
「
欄
」
を
残
し
た

理
由
・
背
景
を
考
察
し
て
み
る
と
、
結
局
な
る
べ
く
旧
制
度
（
下
の
戸
繍
簿
）
か
ら
の
変
更
点
を
最
小
限
に
し
、
実
務
の
混
乱
を
避
け
る

（
杣
）

た
め
、
で
あ
ろ
う
。

（
抑
）

を
検
討
し
出
し
て
初
め
て
、
省
令
の
如
き
決
定
を
な
し
た
の
か
。
こ
の
点
は
中
へ
科
で
は
明
白
で
は
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
時
点
に
せ
よ
、
様
式
考
案
者
が
も
し
こ
の
不
一
致
を
意
識
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
現
行
戸
繍
法
一
三
条
の
表
現
に

は
偽
装
性
あ
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

（
既
述
）
。 こ
う
し
た
戸
溌
筆
頭
者
欄
の
残
存
の
た
め
に
、
法
文
と
省
令
に
よ
る
様
式
の
不
一
致
（
場
合
に
よ
り
「
偽
装
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法
学
志
林
輔
一
○
四
巻
第
三
号

八
八

う
。
こ
れ
は
、
婚
姻
後
の
「
戸
籍
筆
頭
者
」
は
、
潜
在
的
に
．
か
つ
木
：
人
の
意
思
を
問
わ
ず
、
い
わ
ば
「
婚
姻
継
続
夫
婦
の
氏
規
定
（
権

限
保
有
）
者
」
で
あ
る
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
来
「
筆
頭
者
」
一
人
の
み
の
縁
組
に
よ
る
氏
の
変
動
が
、
継
続
的
に
そ
の
配
偶
者

（
化
）

の
氏
を
支
配
し
、
そ
の
逆
は
な
い
。
（
民
法
上
の
「
氏
」
の
問
題
は
極
め
て
複
雑
で
、
概
括
は
危
険
で
あ
る
の
で
、
深
入
り
は
避
け
、
例

示
の
み
を
注
に
譲
る
。
）
こ
の
「
権
限
保
有
者
」
に
は
権
限
行
使
の
意
思
に
よ
る
選
択
の
余
地
は
な
い
た
め
「
権
限
」
の
用
語
に
問
題
は

残
る
が
、
こ
の
点
留
保
を
付
せ
ば
、
「
戸
籍
筆
頭
者
」
に
は
．
応
何
の
法
律
的
権
力
も
効
果
も
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
残
す

点
は
説
歩
す
る
、
と
い
う
川
島
の
既
述
引
用
の
言
は
若
干
厳
密
性
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

略
語
表
（
連
載
前
回
ま
で
の
略
語
表
と
一
部
重
複
が
あ
る
が
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
）

「
戸
繊
委
口
会
議
事
録
（
二
１
（
一
九
・
終
）
」

以
下
、
（
）
内
の
漠
数
字
が
第
Ｘ
回
会
議

「
二
九
）
四
六
’
五
一
年
Ｙ
月
Ｚ
日
」
が
会
議
側
仙
日

「
三
一
六
号
」
等
か
ら
以
下
が
、
「
戸
廠
』
掲
救
号
、
発
行
年
月
、
頁

引
用
・
参
照
文
献
の
略
語
（
著
者
の
日
本
膳
発
音
ま
た
は
文
献
略
語
名
に
よ
る
五
十
音
順
）

（
）
 

（
）
 

四
六
年
一
○
月
二
四
日
（
三
一
六
号
、
一
九
七
二
年
一
○
月
、
三
一
一
’
四
四
頁
）

一
一
月
二
二
日
（
三
一
七
号
、
一
九
七
二
年
一
一
月
、
二
五
’
三
四
頁
）
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「
戸
瀦
法
／
会
談
録
」

「
戸
蒲
法
／
座
談
会
ｌ
」
「
同
Ⅱ
」

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

「
現
行
戸
溌
法
立
法
関
係
資
料
Ⅲ
」
ご
Ｐ
藩
』
四
五
八
号

（
一
九
八
二
年
一
二
月
）
三
五
’
五
五
頁

尚
、
こ
の
文
献
の
引
用
に
限
り
、
日
付
は
（
全
て
一
九
四
七
年
）
Ｘ
月
Ｙ
日
を
、
「
Ｘ
／
Ｙ
」
の
よ
う
に
表
示
し
た
。

「
座
談
会
現
行
戸
籍
法
の
あ
ゆ
み
ｌ
」
「
戸
籍
』
四
五
五
号

（
一
九
八
二
年
九
月
号
）
三
四
－
四
七
頁

「
同
Ⅲ
」
『
戸
濡
』
四
五
六
号
（
一
九
八
二
年
一
○
月
）
二
九
’
四
一
頁

（一一一）

（
四
）

（
五
）

ニ
ハ
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

二
○
）

（
こ
の
間
、

二
九
・
終
）

一
一
一
月
一
九
日
（
三
一
八
号
、
一
九
七
二
年
一
二
月
、
三
一
一
一
’
四
五
頁
）

四
七
年
一
月
一
一
一
一
日
（
三
一
九
号
、
一
九
七
三
年
一
月
、
二
五
’
四
一
頁
）

一
一
一
月
一
四
日
（
三
二
○
号
、
一
九
七
三
年
二
月
、
一
一
一
一
一
一
－
四
四
頁
）

四
月
一
一
二
日
（
一
一
一
二
一
一
一
号
、
一
九
七
三
年
一
一
一
月
、
四
五
’
五
八
頁
）

七
月
二
一
日
（
一
一
一
二
四
号
、
一
九
七
三
年
四
月
、
一
一
一
七
’
四
六
頁
）

九
月
三
○
日
（
一
一
一
二
五
号
、
一
九
七
三
年
五
月
、
二
五
’
三
七
頁
）

｜
｜
月
一
七
日
（
三
一
一
六
号
、
’
九
七
三
年
六
月
、
三
一
’
四
六
頁
）

四
八
年
一
一
月
二
○
日
（
三
一
一
七
号
、
’
九
七
三
年
七
月
、
四
一
’
五
二
頁
）

一
～
一
八
ま
で
の
識
那
録
は
本
稿
で
は
利
用
せ
ず
）

五
一
年
六
月
二
九
日
（
三
四
○
号
、
’
九
七
四
年
六
月
、
’
’
九
’
四
三
頁
）

八
九
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「
Ｇ
Ｓ
戸
報
法
山
科
Ｃ
」

「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｂ
」

「
Ｏ
Ｓ
戸
廠
法
中
両
ｗ
Ａ
」

法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
三
号

九
○

コ
Ｐ
赫
法
／
立
法
資
料
ｌ
」
「
同
Ⅱ
」
「
同
Ⅱ
補
巡
」

「
現
行
戸
廠
法
立
法
関
係
資
料
ｌ
」
『
戸
潴
』
四
五
五
号
（
一
九
八
二
年
九
月
号
）
四
八
’
五
八
頁

「
同
Ⅱ
」
『
戸
籍
」
第
四
五
六
号
（
一
九
八
二
年
一
○
月
）
四
二
－
六
二
頁

「
同
（
Ⅱ
補
遮
）
」
『
戸
箭
」
第
四
六
五
号
二
九
八
三
年
五
月
）
八
○
頁

以
下
の
標
迦
の
、
プ
レ
イ
ク
モ
ァ
か
ら
オ
プ
ラ
ー
宛
の
文
瞥
。
一
山
シ
戸
い
仁
の
（
】
農
『
・
・
・
の
ロ
囚
司
Ｏ
づ
圃
日
冒
冗
の
四
の
，

【
『
い
［
一
○
コ
Ｐ
密
三
・
・
．
ロ
。
〆
雇
『
『
・
勺
○
丘
の
『
ヘ
ご
こ
め
。
臣
ヨ
ワ
Ｃ
『
、
（
」
『
）
局
口
『
己
一
邑
幻
の
国
漢
『
餌
【
一
○
口
い
⑬
三
『
。
。
［
⑪
局
］
‐
ｏ
ｎ
［
・

］
①
あ
あ
己
の
の
（
ｚ
「
・
函
『
、
、
Ｉ
呂
屋
『
・

畠
シ
こ
い
こ
ぃ
（
ご
←
『
・
頁
〔
【
○
○
の
・
薑
ｍ
ｐ
ｍ
］
同
Ｃ
日
匡
二
ｍ
。
『
シ
ョ
⑤
。
〔
一
ョ
Ｑ
）
［
い
［
○
（
一
】
の
冨
日
一
一
逗
刀
の
陀
一
胃
日
日
ご
○
口

「
、
ご
ａ
ｇ
Ｃ
弓
一
の
『
・
Ｇ
Ｓ
が
作
成
し
た
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
が
あ
り
、
複
数
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下

の
三
箇
所
に
見
ら
れ
る
。

切
○
〆
］
ム
ヨ
ヨ
・
句
○
一
口
の
『
ヘ
ニ
三
の
口
巨
日
ロ
の
月
（
』
『
）
句
、
『
昌
一
〉
薄
刃
の
い
－
ｍ
【
『
口
二
○
口
Ｆ
四
二
・
。
［
凶
。
］
’
○
○
［
・
］
①
』
ｍ
・
の
ど
の
の
（
ｚ
『
・
“

い
、
ｌ
呂
一
召
》
ロ
・
〆
ロ
○
・
』
ｇ
Ｐ
句
・
』
Ｑ
の
『
二
二
Ｃ
へ
。
■
ヨ
ワ
の
月
（
⑬
）
○
頁
ｏ
ｐ
ｏ
－
Ｃ
週
８
一
国
］
の
．
ｇ
負
］
目
・
〕
豊
司
‐
□
の
。
。

』
①
←
『
・
い
す
の
①
［
ｚ
『
・
軸
Ｆ
ｍ
ｌ
呂
路
Ｐ
目
。
、
○
〆
口
○
・
］
の
ち
・
三
「
｛
○
の
⑪
口
○
○
丙
く
こ
ロ
｜
〉
・
一
℃
ミ
ー
シ
Ｅ
、
．
』
農
ヨ
○
○
涕
ｐ
－

Ｃ
ｍ
ｚ
『
「
ン
［
、
．
ｍ
一
】
。
。
【
ｚ
『
・
叩
Ｆ
の
ｌ
い
ど
む
。
（
こ
の
一
一
一
番
目
の
文
杏
に
は
、
ケ
イ
デ
ィ
ス
に
依
る
ら
し
い
撒
き
込
み
が

見
ら
れ
る
）

］
Ｃ
①
。
①
日
ご
作
『
ご
←
『
・
ど
「
葬
幻
・
・
・
の
ロ
、
］
、
○
日
、
国
一
二
〔
。
「
エ
ヨ
の
。
○
ヨ
の
。
厨
［
○
二
］
Ｃ
『
ロ
ヨ
ー
ー
瑁
元
の
的
一
切
［
『
、
［
】
Ｃ
コ
ト
②
量
．
．
．

ｇ
三
８
。
『
目
。
【
．
及
び
そ
の
添
付
涜
料
。
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「
人
口
動
態
統
計
（
改
善
）
に
関
す
る
委
員
会
」

一
九
四
Ｘ
年
Ｙ
月
Ｚ
日
「
人
口
動
態
統
計
改
善
に
関
す
る
委
員
会
」
第
Ｗ
回
会
議
議
事
録
（
場
合
に
よ
り
頁
数
）

（
、
ゴ
周
一
塚
『
・
函
勺
エ
ミ
ー
Ｃ
Ｓ
Ｓ
）
、
と
い
う
形
で
引
用
す
る
。
（
第
六
回
会
議
か
ら
「
人
口
動
態
統
計
改
善
に
関
す
る

委
員
会
‐
｜
と
名
称
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
）

□
○
〆
②
』
急
・
可
Ｃ
－
Ｑ
の
『
ヘ
〔
三
の
ロ
Ｅ
回
す
の
『
岫
屡
（
一
）
Ｉ
（
『
）
］
冒
穴
Ｏ
Ｃ
ｏ
Ｂ
－
［
⑩
一
。
］
（
『
Ｃ
穴
の
一
汰
巴
Ｎ
の
ロ
）
ｚ
一
【
胃
⑪
員
巨
」
旨
，

丙
巴
抑
』
‐
伽
一
翼
の
す
の
①
［
、
胃
・
血
勺
冒
ご
ｌ
」
＆
」
Ｉ
一
己
］
．
（
屡
自
ｏ
丙
⑥
一
【
凰
誤
◎
１
．
の
挿
入
は
、
郷
①
以
降
、
ゴ
ー
の
凹
（
←
）
Ｉ
（
『
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
篭
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

九
一

「
紹
介
」
前
掲
「
戸
繍
法
／
立
法
資
料
ｌ
」
「
同
Ⅱ
」
各
々
の
冒
頭
の
「
紹
介
」

Ｇ
Ｓ
が
作
成
し
た
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
が
あ
り
、
複
数
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
の
二
箇
所
に
見
ら
れ
る
。

、
○
〆
］
」
司
司
・
「
Ｃ
ｌ
Ｑ
の
「
ヘ
ニ
ニ
の
ロ
巨
曰
ワ
の
同
（
一
『
）
司
煙
『
昌
一
》
司
幻
の
、
一
⑫
［
日
三
○
コ
い
“
三
・
勺
〔
⑫
一
○
］
’
○
．
【
・
’
①
」
Ｐ
め
す
の
①
〔
Ｚ
『
・
蚫

炉
の
ｌ
悼
巴
、
司
目
Ｑ
ｐ
ｃ
ｘ
二
○
・
』
ｇ
Ｐ
句
○
一
号
『
（
三
・
へ
目
曰
ケ
の
『
》
（
い
）
○
コ
『
Ｃ
二
○
一
○
巴
８
一
国
一
の
．
］
や
負
］
四
コ
．
］
①
台
’

□
②
。
・
ご
ミ
・
の
す
の
①
（
ｚ
『
・
》
Ｆ
ｍ
ｌ
呂
函
馬
・

（
但
し
、
本
文
で
述
べ
る
「
添
付
資
料
」
が
付
さ
れ
て
い
て
、
参
照
で
き
る
の
は
前
者
の
⑫
言
・
｛
ｚ
『
・
靱
旧
の
Ｉ
』
ｓ
⑫
『

の
み
で
あ
る
）

｜
Ｃ
ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
下
書
き
」
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
の
下
書
き
と
見
ら
れ
る
文
書
（
殆
ど
同
一
だ
が
、
タ
イ
プ
の
打
ち
直
し
等
が
散
見
さ
れ
る
）

が
ｇ
ｚ
Ｃ
く
の
ヨ
ケ
の
『
］
①
合
・
言
（
易
・
属
の
ロ
、
］
回
。
『
“
囚
｝
］
『
。
「
シ
『
。
の
コ
ロ
ョ
の
二
筋
８
岳
の
『
色
ヨ
ー
ー
豈
幻
の
四
⑫
（
Ｂ
〔
一
。
。

ド
ロ
ー
「
。
．
。
□
。
×
〕
Ｊ
山
切
・
句
○
一
口
の
【
ヘ
芹
】
こ
の
コ
ロ
ヨ
ケ
の
『
恥
（
③
。
）
宛
の
四
⑫
［
『
口
Ｐ
－
ｃ
ゴ
ー
可
印
日
一
一
》
殉
”
の
的
厨
【
『
臼
二
。
。
田
、
急
ぐ
Ｚ
。
『
，

］
①
←
『
，
。
。
←
．
ご
岳
・
臣
の
⑥
〔
Ｚ
『
・
ｍ
Ｆ
ｍ
ｌ
ｇ
の
復
）
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民
法
改
正
喪
綱
（
梁
）
上
の
継
母
子
側
係
の
扱
い
及
び
そ
の
変
化
に
つ
き
、
差
し
当
た
り
各
要
綱
案
拙
峨
の
「
経
過
」
二
一
三
’
二
四
三
頁
参
照
。

（
８
）
以
下
、
座
談
会
「
占
傾
政
簸
は
行
き
過
ぎ
だ
っ
た
か
」
（
出
席
折
我
妻
栄
・
宮
沢
俊
義
・
鈴
木
竹
雄
・
田
中
二
郎
・
雅
子
一
・
石
井
照
久
・
剛
藤
飯
光
）

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
釧
号
（
一
九
五
三
年
三
月
一
五
日
号
）
、
三
五
頁
。

尚
、
兼
子
は
別
の
甥
所
で
も
、
戸
縮
の
現
在
の
編
製
方
法
を
批
判
、
個
人
別
編
製
方
法
を
推
奨
し
て
い
る
。
雅
子
一
「
諏
題
」
中
川
善
之
肋
報
編
『
家
族
問

題
と
家
族
法
Ⅶ
家
耶
裁
判
』
酒
井
智
店
、
一
九
五
七
年
、
一
二
頁
に
述
べ
て
い
わ
く
、

戸
籍
制
度
［
…
］
は
人
の
身
分
関
係
を
登
録
公
証
す
る
国
家
制
度
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
戸
籍
は
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
人
濡
で
な
く
、
戸
す
な
わ
ち

（
１
）
代
替
的
方
法
に
よ
る
一
家
」
存
肚
は
、
こ
れ
を
微
極
的
に
模
索
す
る
（
後
に
見
る
参
議
院
の
よ
う
な
）
ケ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
籍
果
的
に
．
乃
至
副
次
産

物
と
し
て
良
し
と
す
る
（
後
に
見
る
司
法
街
民
耶
二
抑
の
よ
う
な
）
ケ
ー
ス
、
双
方
が
あ
り
得
る
。

（
２
）
Ｇ
Ｓ
に
つ
き
、
第
三
素
・
第
五
節
（
１
）
Ｉ
（
４
）
に
見
ら
れ
る
Ｃ
ｓ
の
側
剛
愈
識
の
Ⅵ
点
の
側
き
方
を
見
よ
。
ま
た
、
「
締
び
」
，
轍
二
節
（
２
）
６
参
照
。

司
法
省
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
一
章
・
第
四
節
・
第
一
鉄
末
尾
、
及
び
水
素
’
第
一
節
・
第
一
紋
（
２
）
（
４
）
・
第
二
款
（
１
）
、
本
軍
・
第
三
節
小
括
を
参
照
。

（
３
）
第
六
回
会
談
、
八
月
二
○
日
「
戸
濡
法
／
会
談
録
」
四
四
頁
。

（
４
）
こ
の
点
を
、
前
述
の
通
り
当
時
の
戸
祷
法
改
正
条
文
起
草
担
当
者
で
あ
っ
た
青
木
の
著
作
（
共
著
）
は
「
民
法
の
家
が
従
来
戸
籍
そ
の
も
の
に
化
体
し
て

い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
家
の
臓
止
は
、
従
来
の
戸
廠
の
廃
止
に
等
し
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
濁
水
義
人
／
大
森
政
鮒
『
全
訂
版
戸
濡
法
・
》
（
鋼
一
二
版
）

日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
、
三
頁
。

（
５
）
例
え
ば
、
第
二
章
。
第
四
節
の
「
氏
」
に
関
す
る
補
講
で
述
べ
た
オ
プ
ラ
ー
の
態
度
も
そ
う
で
あ
っ
た
通
り
。

（
６
）
こ
れ
、
っ
以
外
の
問
題
を
、
五
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
他
に
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
ば
い
が
、
国
憲
法
改
正
と
戸
濡
法
改
正
同
時
審
議

の
必
要
性
・
戸
廠
那
務
祷
蛾
は
峨
商
舷
判
所
か
司
法
宵
か
、
の
点
も
Ｏ
Ｓ
と
の
会
談
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
７
）
民
法
改
正
で
は
要
綱
案
の
当
初
か
ら
、
こ
の
場
合
継
母
子
間
に
親
子
関
係
を
生
じ
な
い
、
と
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戸
薪
で
は
同
一
戸
締
内
に
い
る
こ
と

を
、
オ
プ
ラ
ー
は
問
題
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
実
際
に
施
行
さ
れ
た
戸
藷
法
で
の
解
決
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
初
婚
の
時
，
再
鵬
の
時
と
も

男
子
が
氏
を
変
え
な
い
鳩
合
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
父
継
母
子
と
も
「
氏
」
を
同
じ
く
す
る
た
め
同
一
戸
灘
に
な
っ
て
お
り
、
オ
プ
ラ
ー
／
Ｏ
Ｓ
の
撒
見
は
反
映

さ
●
机
て
い
な
い
⑪

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

で
あ
る
。
）

九
二

Hosei University Repository



（
９
）
宮
澤
俊
義
の
小
文
、
「
家
破
れ
て
氏
あ
り
」
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
『
法
律
タ
イ
ム
ズ
』
第
七
号
（
’
九
四
七
年
）
、
二
五
頁
。

（
本
稿
・
第
二
章
・
第
四
節
で
も
引
用
し
て
い
る
。
）

（
川
）
第
二
章
の
注
６
、
及
び
片
山
が
自
ら
発
案
し
た
「
家
庭
法
」
の
草
案
を
（
多
分
司
法
肯
に
）
作
成
さ
せ
た
こ
と
に
つ
き
、
本
稿
「
付
属
資
料
３
」
（
巡
戟

第
五
回
、
一
○
八
’
’
四
二
頁
の
う
ち
一
一
一
一
五
’
一
三
六
頁
）
の
史
料
（
犯
）
も
参
照
。

（
Ⅱ
）
「
会
談
鎌
」
と
突
き
合
わ
せ
る
と
、
こ
う
言
っ
た
の
は
長
谷
川
で
あ
り
（
第
二
回
、
八
／
九
、
三
八
画
）
、
青
木
で
は
な
い
。
無
論
記
録
に
残
っ
て
い
な
い

と
こ
ろ
で
計
木
が
言
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。

（
⑫
）
こ
れ
は
、
平
賀
と
し
て
は
例
え
ば
川
島
武
宜
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
島
と
オ
プ
ラ
ー
の
綿
密
な
連
絡
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
一
部
と

し
て
公
刊
す
る
「
付
風
溢
料
ｌ
」
の
和
川
に
よ
る
川
島
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
「
付
属
浅
科
３
」
（
注
Ⅲ
参
照
）
の
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
文
秘
の
う
ち
、
史
料
（
Ⅱ
）
（
Ｕ

（
Ⅳ
）
（
、
）
（
調
）
（
尚
、
史
料
（
９
）
６
付
随
的
に
参
照
）
、
唄
／
竹
下
「
新
民
法
の
成
立
」
の
「
Ｃ
氏
（
Ⅱ
川
島
）
‐
｜
中
の
オ
プ
ラ
ー
に
関
わ
る
諸
発
言
、
及

び
川
島
『
軌
跡
』
二
一
四
・
二
一
六
頁
）
、
等
を
参
照
。

（
卿
）
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
録
輔
丘
十
七
号
昭
伽
二
十
二
年
十
一
月
二
十
Ⅲ
、
剣
本
版
四
七
三
頁
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
六
六
三
頁
左
。

（
Ｍ
）
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
録
第
四
十
二
号
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
［
製
本
一
一
’
四
頁
（
但
し
官
報
の
号
の
頁
）
、
マ
イ
ク
ロ
四
○

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
鰯
法
改
服
過
擁
（
八
）
（
細
川
）

九
三

必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。

のか

jlLにも
速関つ
化述となだもな少関た家
・すもるけ充つく係がを
精るこかで蟻たとの、［|’
確戸れらなをのも実そ心
化蒲は、<期に漸体のと
を簿、そ、し、進に体し
進肘１１Fのこ難相的関裁て
め互干者のい続仁すに翻
る間不の出現人でるお製
この111相生伏をも民いさ

fi3糀鮒鮒腕１１
可スあ係そるし登画たこ
能しるをイ1つ、録期いと
でう゜明ぞ例そと的しに
あアニ砿れえのし改た始
るし１１１に両ば資て正変ま
。ンイ（た親、格そに革る
しスをどのこをの対が°
かの同る欄れ証機しな民
しみ一こにを明能てい法
、な戸と記入すを、。改
そら籍が救刈る苑こそｉＥ
のず節です的た櫛れれに
系、にきるなめすを（よよ

棚維を化灘鴬そ
のばすとにド、う公的家
親系るにす式時な証仁の
族譜のなれに在庁合す当制
各を（よるばに異ｌｌｌｌる時度
々掴１１】で、しに的制のｌよ
の人続は一てすな度事礎
住力人な人、る制と情止
居１のいのそ多唆しとざ

ま,［職糊らlji般咄
死付の考力項除替甚はけ
のし迅えｌｌｌｌＷ籍えだlこれ
別て速らドに薄る不むど
.、イヒれではにべ徹をも
個現・る、蝦さき底得、
人在Ｗｉｏこ１１リかでなな現
力の６iｆの・のあもかイ(Ｈ
１戸化親縁ぼろのつは
ド籍のと組らうと大家
のよたこ・な゜いこの

所りめの認け特わと伏
在も、三知れになでＩ）
、更と代のば共けも仁
を仁すのよな同れあ１〔
確ＩＵる関うら相ばろが
定続な係なず続なう中

船6ｈM＃そ}M2ｶﾐﾋ
畷iiil灘蠅Ｍ雛
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ｚ
）
次
案
の
「
直
系
尊
属
」
と
異
な
る
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
直
接
の
尊
属
」
即
ち
親
の
意
で
あ
ろ
う
。

（
卵
）
「
捉
川
」
と
は
、
お
そ
ら
く
「
梶
川
年
」
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
で
は
確
か
に
参
議
院
司
法
委
圃
会
に
関
係
し
て
お
り
、
ｆ
た
一
九
円

六
年
七
月
の
段
階
で
は
、
判
事
、
司
法
法
制
審
議
会
委
員
／
臨
時
法
制
調
査
会
（
第
三
部
会
）
委
員
（
「
経
過
』
二
○
八
、
二
一
○
頁
）
。
「
伊
藤
」
は
司
法
委

員
会
の
委
員
長
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
Ⅲ
鑛
修
（
お
さ
む
）
で
あ
ろ
う
。
社
会
党
の
参
議
院
議
員
、
弁
護
士
出
身
で
あ
る
（
『
議
会
制
度
百
年
史
、
興
族
院
／

（
胴
）
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
録
第
四
十
二
号
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
、
製
本
版
七
’
八
頁
（
但
し
官
報
の
号
の
頁
）
、
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
版
四
○
四
左
’
四
○
五
右
頁
⑰

（
肥
）
鬼
丸
議
員
は
こ
こ
で
明
確
に
二
点
に
分
け
て
質
問
、
こ
の
点
は
第
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
奥
野
も
「
第
一
点
で
あ
り
ま
す
が
、
」
と
内
容
的
に
も

対
応
し
て
番
え
た
後
で
、
こ
の
議
耶
録
の
箇
所
と
な
る
の
で
、
こ
こ
が
第
二
点
の
答
と
惟
定
で
き
る
。

尚
、
『
奥
野
健
一
の
人
と
業
諭
」
奥
野
健
一
「
縦
判
と
立
法
』
付
録
（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
六
年
）
四
四
頁
の
、
参
議
院
法
制
局
長
時
代
の
話
な
が
ら
、

議
会
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
話
は
速
記
を
止
め
て
や
る
、
と
奥
野
本
人
が
語
っ
て
い
る
箇
所
を
参
照
。

（
Ⅳ
）
後
に
、
奥
野
は
、
「
結
局
司
令
部
で
は
三
伏
戸
溌
は
ど
う
し
て
も
認
め
な
い
、
親
子
だ
け
し
が
認
め
な
い
と
い
う
非
術
に
強
い
意
向
が
し
ま
い
に
川
ま
し

て
ね
」
（
『
経
過
，
一
二
○
頁
）
と
回
顧
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鬼
丸
へ
の
答
弁
前
の
、
Ｃ
ｓ
と
の
会
談
（
既
述
）
の
み
な
ら
ず
、
本
文
後
述
の
修
正
案
に
対
す
る

Ｃ
ｓ
の
反
対
も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
川
）
同
前
、
同
日
議
馴
録
六
頁
／
四
○
川
面
方
。

（
川
）
し
か
ら
、
鬼
九
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
「
な
る
べ
く
（
民
法
改
正
の
根
本
方
針
で
あ
っ
た
）
現
実
に
即
し
て
」
自
由
編
製
と
す
れ
ば
、

反
論
を
更
に
封
ず
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

（
加
）
無
論
、
Ｇ
Ⅱ
ｏ
／
Ｇ
Ｓ
が
鬼
丸
薬
の
如
き
綱
製
に
反
対
で
あ
る
卿
山
を
、
Ｃ
Ⅱ
Ｑ
の
名
前
を
川
さ
ず
に
奥
野
が
言
う
、
と
い
う
〃
法
も
あ
む
上
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
民
法
で
「
家
」
を
廃
止
し
た
の
だ
か
ら
、
「
家
」
意
識
の
温
存
を
避
け
る
た
め
に
、
三
世
代
編
製
は
な
く
す
、
等
ｒ
｜
し
か
し
そ
う
い
う
場
合
で
も
、

個
人
別
編
製
に
し
な
い
限
り
、
鬼
丸
の
立
場
か
ら
の
再
反
論
は
避
け
が
た
い
。

尚
、
三
世
代
以
上
の
一
神
一
編
製
案
も
反
対
案
と
し
て
は
可
能
で
あ
る
が
、
提
案
さ
れ
な
か
っ
た
⑬
ま
た
、
仮
に
提
案
さ
れ
て
も
、
奥
野
は
、
実
態
と
少
し
迎

う
と
の
理
由
で
再
反
論
し
得
た
で
あ
ろ
う
ｃ

（
別
）
以
下
、
史
料
は
全
て
ロ
・
浜
口
。
］
紐
切
・
勺
Ｃ
己
の
『
【
己
の
へ
目
ヨ
ワ
・
河
（
８
）
幻
の
ｕ
い
§
【
一
○
ゴ
ー
圃
旦
］
『
幻
の
臼
⑪
：
【
一
○
Ｐ
〆
・
句
・
］
彊
引
’
○
・
一
・
』
①
お
・
い
す
の
①
芹

ｚ
「
・
如
炉
、
ｌ
圏
①
念
．

法
学
志
休

二
右
’
四
○
三
右
］

第
一
○
Ⅲ
巻
第
三
号

九
IIL１ 
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（
卯
）
性
別
と
同
箇
所
で
あ
る
ｃ

参
誰
膿
陰
二
四
二
面
に
拠
る
）
ｃ
「
根
本
」
は
「
根
本
松
男
」
で
あ
ろ
う
か
？
松
男
な
ら
ば
、
四
六
年
七
月
の
段
階
で
、
判
耶
、
司
法
法
制
瀞
識
会
紳
躯

（
『
経
過
』
二
○
九
頁
）
で
、
オ
プ
ラ
ー
が
「
緊
密
な
コ
ン
タ
ク
ト
」
（
和
川
訳
）
を
保
っ
て
お
り
、
親
し
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
（
○
８
－
の
『
ト
愚
貝
司
・
‐

胃
ミ
ヨ
・
ロ
．
司
ら
・
」
Ｂ
、
和
訳
オ
プ
ラ
ー
『
法
制
改
雑
』
、
六
七
・
一
四
○
頁
）
。

（
別
）
こ
の
街
略
簡
所
の
原
文
は
、
．
．
［
・
・
・
］
⑫
匡
Ｃ
－
】
一
目
日
ｃ
ｃ
置
戸
の
、
三
一
。
『
の
ロ
ロ
②
口
【
①
目
昌
巨
「
１
日
目
。
。
。
【
。
［
旨
づ
鳥
Ｃ
の
ョ
菖
９
つ
賀
の
ロ
・
‐
で
あ
る
が
、
後
背

の
「
及
び
何
ら
か
の
他
２
〃
法
で
親
か
ら
離
れ
て
い
な
い
子
」
と
い
う
の
は
、
具
体
例
と
し
て
は
、
（
未
蛎
か
つ
）
分
濡
し
て
い
な
い
成
年
の
子
や
、
非
嫡
出

子
を
生
ん
で
い
は
い
子
、
等
を
脂
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
妬
）
吉
川
三
市
郎
は
臨
時
法
制
調
流
会
や
司
法
法
制
瀧
議
会
な
ど
の
メ
ン
バ
ー
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
以
下
は
『
昭
扣
二
八
年
七
月
家
庭
雌
判
溢
料
第
釧
号

民
法
改
正
に
関
す
る
国
会
関
係
笹
科
』
股
高
裁
判
所
鞭
務
総
局
、
三
九
九
頁
。

（
妬
）
第
一
回
図
会
参
議
院
司
法
黍
口
金
会
雛
録
簸
四
十
二
号
川
抓
二
十
二
砿
‐
十
一
月
二
十
五
日
、
製
本
版
六
頁
、
マ
イ
ク
回
フ
ィ
ル
ム
仮
四
○
四
頁
右
。

（
〃
）
国
・
〆
。
。
．
｝
⑰
圏
司
・
亘
⑦
『
二
二
○
ヘ
目
ヨ
ワ
の
『
知
（
ｓ
）
幻
の
忍
切
（
日
巨
Ｃ
ロ
ー
恩
ヨ
ヨ
一
再
宛
の
臼
⑰
［
『
Ｐ
二
○
Ｐ
の
一
】
Ｄ
Ｃ
←
Ｚ
「
・
印
』
し
め
１
ｍ
の
③
急
・

（
犯
）
・
Ｚ
、
三
の
。
（
・
・
は
無
論
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
る
日
本
語
理
解
の
誤
り
だ
が
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、
「
戸
霜
兼
頭
者
澗
に
謹
く
名
前
」
の
意
味
で
誓
い
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
（
尚
、
こ
の
引
川
箇
所
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
原
典
で
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
）

（
、
）
適
当
な
訳
が
な
い
ｃ
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
が
、
同
国
を
匪
扇
［
の
曰
と
誤
解
し
た
ふ
し
が
あ
る
。

（
机
）
但
し
「
民
爾
」
の
譜
は
、
戦
前
の
日
韓
併
合
前
後
、
一
九
○
九
年
に
「
旧
韓
国
政
府
が
足
癖
法
を
発
布
し
て
」
後
、
一
九
二
二
年
に
「
朝
鮮
戸
瀞
令
を
公

布
」
（
翌
年
施
行
）
す
る
ま
で
の
朝
鮮
半
島
に
於
け
る
戸
涛
（
乃
至
そ
の
頬
似
）
制
度
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
用
語
と
し
て
川
い
ら
れ
て
い
た
。
外
務
省
条
約

局
法
規
課
『
制
令
（
「
外
地
法
制
誌
」
第
四
部
の
二
前
編
』
一
九
六
○
年
（
一
○
月
）
、
四
七
－
四
八
頁
参
照
。
こ
れ
が
、
日
本
で
「
民
臨
」
な
る
名
称
を
新

た
に
便
川
す
る
際
に
何
ら
か
の
考
磁
の
対
象
と
な
っ
た
か
否
か
は
、
現
時
点
で
は
史
料
上
判
明
し
な
い
。

（
犯
）
戸
儒
簸
頭
者
の
問
題
は
、
戸
濡
繊
に
現
れ
る
方
法
（
特
別
棚
あ
り
、
後
述
）
か
ら
見
て
、
一
応
こ
れ
を
「
鱒
的
側
面
」
で
捉
え
る
が
、
後
述
の
「
戸
箭
簸

砿
者
」
が
実
は
保
有
す
る
「
椛
限
」
が
、
助
的
側
而
（
例
で
は
雅
子
縁
組
）
に
典
型
的
に
現
れ
る
而
を
行
過
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
両
而
に
現
れ
る
が
ゆ
え

に
、
問
題
の
飯
要
性
が
認
識
さ
れ
る
。

（
鍋
）
敢
え
て
い
え
ば
、
箙
「
頭
」
瀞
の
表
現
上
、
司
法
行
に
よ
る
エ
の
目
の
訳
語
は
正
し
い
の
で
あ
り
、
こ
の
和
英
川
語
双
方
に
こ
そ
、
以
下
の
問
題
が
象
徴

的
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
原
文
を
変
え
ず
に
訳
語
の
み
で
解
決
、
と
し
た
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
問
題
行
過
を
批
判
す
る
の
は
、
日
本
調
が
述
者
の
プ

レ
ィ
ク
モ
ァ
と
そ
う
で
な
い
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
を
比
較
す
る
の
は
酷
だ
、
と
い
う
理
由
の
み
で
は
却
下
さ
れ
ま
い
。
（
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
間
題
意
識
が
、
英
訳
法

職
後
占
緬
川
の
民
法
・
戸
研
法
改
正
過
腿
（
八
）
（
伽
Ⅲ
）

九
五
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

九
六

文
を
見
て
是
非
を
決
め
る
上
司
へ
の
配
慮
の
み
で
あ
っ
た
、
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
。
）

尚
、
○
ロ
ロ
ー
の
『
・
円
召
司
§
§
弓
・
＆
よ
①
（
和
訓
オ
プ
ラ
ー
『
法
制
改
披
』
六
○
頁
）
で
、
オ
プ
ラ
ー
は
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
資
画
を
評
価
し
て
い
る
が
、

曰
く
「
と
り
わ
け
仕
事
熱
心
で
も
な
く
、
時
と
し
て
や
や
［
物
事
・
発
想
の
］
整
理
が
悪
か
っ
た
が
、
彼
は
名
文
家
で
あ
り
、
人
柄
が
大
変
心
地
良
く
、
人
間

関
係
の
分
野
の
処
理
が
実
に
う
ま
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
私
は
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
外
交
的
才
能
を
日
本
人
と
の
協
議
に
う
ま
く
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
」
（
和
川

訳
。
和
訳
書
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
が
「
組
織
を
混
乱
さ
せ
た
」
「
楽
天
家
」
と
い
う
訳
は
疑
問
。
）
（
こ
の
箇
所
の
直
後
の
言
表
は
し
か
し
、
オ
プ
ラ
ー
は
マ
コ
ー

ミ
ッ
ク
は
自
分
が
選
ん
だ
ス
タ
ッ
フ
で
は
な
い
。
さ
ほ
ど
望
ま
し
い
部
下
で
は
な
い
、
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
）
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
が
戸
厭
法
改
ｆ
で
政
嬰

な
痕
跡
を
残
す
の
は
、
こ
の
筆
頭
者
の
関
連
と
、
本
稿
第
五
章
で
後
述
の
戸
籍
簿
公
側
原
則
の
参
一
議
院
修
正
案
の
Ｃ
ｓ
に
よ
る
承
認
の
経
緯
（
詳
細
不
明
）
で

あ
る
が
、
こ
の
筆
頭
者
の
件
で
は
（
以
下
に
も
見
る
通
り
）
少
な
く
と
も
こ
の
オ
プ
ラ
ー
の
評
価
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
鋤
）
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
録
第
五
十
九
号
、
附
加
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
、
製
本
版
四
八
八
頁
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
六
七
一
頁
右
。

（
粥
）
第
一
回
国
会
参
識
院
司
法
委
側
会
会
識
録
第
四
十
二
号
、
川
和
二
十
二
年
十
一
Ⅱ
二
十
瓦
Ⅲ
、
四
ｌ
〃
蘭
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
Ⅲ
○
三
百
石
ｌ
左
。

耐
）
青
木
義
人
／
大
森
政
輔
。
Ｐ
籍
法
』
全
訂
版
、
日
本
評
諸
社
、
一
九
八
二
年
、
円
頁
。

（
師
）
第
一
・
二
の
点
（
換
言
す
れ
ば
戸
籍
筆
頭
者
欄
が
「
氏
」
表
示
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
）
は
、
私
見
で
は
現
行
戸
籍
法
に
違
背
す
る
疑
い
が
あ
る
鷺

興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。

（
郷
）
本
項
冒
頭
の
岨
定
の
変
化
一
髄
を
参
照
ｏ

（
弧
）
三
章
・
鋪
六
節
の
関
述
注
で
も
述
べ
た
通
り
、
四
七
年
九
Ⅱ
三
○
日
及
び
一
一
几
一
七
日
の
「
戸
霧
委
員
会
議
事
録
（
八
）
．
（
几
）
」
、
順
に
（
八
）
が
二

六
’
二
七
頁
、
（
九
）
が
一
一
一
二
頁
、
四
三
’
四
六
頁
で
、
青
木
が
施
行
規
則
案
に
つ
い
て
説
明
し
、
委
員
の
意
見
を
募
っ
て
い
る
が
、
後
者
の
三
二
頁
の
青
木

の
「
個
人
の
試
案
」
の
内
容
も
含
め
、
木
議
事
録
で
は
こ
の
点
何
ら
窺
い
知
れ
な
い
。
四
八
年
二
月
の
委
員
会
の
「
同
議
事
録
（
一
○
）
」
に
は
施
行
規
則
の

成
立
過
樫
に
つ
い
て
何
ら
言
及
は
な
い
。

（
㈹
）
こ
の
点
、
戸
薇
兼
萠
者
欄
に
限
ら
ぬ
一
般
論
と
し
て
、
叩
孝
一
「
戸
縮
の
改
製
と
そ
の
周
辺
’
十
年
を
迎
え
た
新
戸
籍
法
Ｉ
（
上
）
（
巾
）
」
「
ジ
ュ
リ

ス
ト
』
第
一
四
七
・
一
四
八
号
（
一
九
五
八
年
）
、
順
に
三
二
’
一
一
一
九
、
一
八
’
二
六
頁
、
の
全
体
を
参
照
。
（
本
来
未
完
だ
が
、
そ
の
ま
ま
叩
孝
一
「
家
族
法

著
作
選
集
第
１
巻
戦
後
改
革
と
家
族
法
Ｉ
家
・
氏
・
戸
籍
」
口
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
、
三
二
一
’
三
五
九
頁
に
再
録
雨
）
ま
た
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た

座
談
会
と
し
て
、
（
本
稿
の
）
戸
騎
法
改
正
を
担
当
し
て
い
た
青
木
義
人
に
加
え
、
叩
、
村
上
朝
一
、
伐
斐
染
を
含
む
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
た
、
「
戸
籍
セ
ミ
ナ

ー
（
搬
外
）
戸
蒲
の
改
製
（
上
）
（
下
）
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
五
川
・
一
五
六
号
（
一
九
五
八
年
）
の
全
般
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
狐
）
法
改
正
後
の
社
会
に
於
け
る
こ
う
し
た
意
識
の
分
析
は
、
本
稿
の
課
題
で
は
な
く
、
次
の
文
献
の
例
示
的
指
摘
に
と
ど
め
る
。
「
座
談
会
司
法
制
度
の
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伊
藤
［
…
］
旧
木
民
族
の
過
去
に
お
け
る
家
族
制
度
に
し
て
も
、
成
文
法
は
な
く
と
も
、
不
文
律
と
し
て
よ
い
面
を
多
く
待
っ
て
居
た
の
に
、
個
人

本
位
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
は
、
調
伽
を
欠
く
も
の
で
、
日
水
の
家
族
制
度
の
在
り
方
と
し
て
民
族
性
に
副
わ
な
い
行
過
ぎ
の
点
は
峰
正
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
し
、
斯
う
し
上
法
純
が
日
本
民
族
に
た
い
し
て
そ
の
法
靴
目
的
を
完
全
に
遂
げ
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
［
二
○
画
］

と
い
う
ト
ー
ン
の
議
論
に
続
き
、
一
松
議
員
が
戸
籍
兼
頭
者
に
関
わ
る
自
身
の
問
題
意
識
を
吐
露
す
る
。

｜
松
私
が
終
戦
後
身
分
法
の
改
正
で
最
も
不
満
に
思
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
で
改
正
前
の
親
族
法
の
方
が
よ
か
っ
た
と
思

う
例
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
述
べ
る
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。

私
の
伜
政
記
は
四
十
年
前
私
等
夫
婦
の
養
子
と
し
て
迎
え
長
女
と
繪
婚
せ
し
め
、
今
よ
り
七
年
前
［
明
治
民
法
の
規
定
に
よ
り
］
私
が
隠
居
し
家
督

崎
佐
」
が
挙
匹

例
示
し
て
お
く
河

伊
藤
［

再
検
討
Ｉ
独
立
後
の
法
令
は
如
何
腿
改
正
せ
ら
る
べ
き
か
Ｉ
」
（
一
九
爪
二
年
七
月
一
Ⅲ
）
『
目
川
と
正
旋
』
第
三
巻
第
八
号
（
一
九
正
二
年
八
Ⅱ
一
日
）

の
左
記
の
発
言
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
座
談
会
諸
発
言
の
基
本
的
問
題
は
、
占
緬
下
の
法
改
正
は
ア
メ
リ
カ
法
を
導
入
し
た
し
の
、
と
い
う
誤
っ
た
大
前
提
で

あ
ろ
う
。
（
我
妻
は
こ
の
座
談
会
乃
至
当
時
の
こ
う
し
た
風
潮
を
意
識
し
て
『
経
過
』
を
編
纂
し
た
と
思
わ
れ
る
。
）
一
八
頁
に
は
川
席
者
［
部
分
］
と
し
て

「
衆
議
院
議
員
佐
瀬
晶
三
鍛
冶
良
作
参
議
院
議
員
一
松
定
吉
伊
藤
催
日
本
弁
護
士
連
合
会
海
野
普
吉
加
藤
行
吉
副
会
長
山

崎
佐
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
法
改
正
当
時
の
参
議
院
司
法
委
員
会
委
員
長
で
、
既
述
の
通
り
当
時
Ｇ
Ｓ
に
修
正
案
を
持
ち
込
ん
だ
伊
藤
修
の
発
言
を

こ
ん
な
我
国
の
良
い
習
慣
で
あ
っ
た
身
分
法
を
改
悪
し
て
ア
メ
リ
カ
式
に
変
更
し
た
こ
と
は
よ
く
な
い
。
私
は
矢
張
り
従
来
の
家
督
相
続
の
方
法
が
よ

い
と
思
う
。
〔
…
］
家
族
制
度
を
支
離
滅
裂
に
す
る
よ
う
な
制
度
は
国
民
の
団
結
上
か
ら
も
よ
く
な
い
と
お
も
い
ま
す
か
ら
、
新
憲
法
の
精
神
を
陳
燗

し
な
い
程
度
に
我
国
情
に
適
合
せ
ぬ
よ
う
な
点
は
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
［
一
二
頁
］

こ
こ
に
は
「
戸
遜
一
を
残
存
さ
せ
た
ゆ
え
の
（
極
め
て
自
然
な
）
誤
解
が
あ
る
。
確
か
に
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
（
１
）
ど
ち
ら
が
筆
頭
者
に
な
る
か
、
と
い
う
技

戦
績
占
緬
期
の
民
法
・
戸
締
法
改
正
過
槐
（
八
）
（
和
川
）

九
七

な
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
実
に
け
し
か
ら
ん
話
で
あ
る
。
私
は
五
十
五
年
前
｜
松
家
に
養
子
に
入
り
、
家
付
の
長
女
で
あ
る
今
の
要
と
結
蛎

し
八
十
一
年
前
礎
父
が
隙
屈
し
て
私
が
戸
主
と
な
っ
て
淀
子
政
記
に
家
慨
を
譲
っ
て
隠
噛
す
る
迄
約
四
十
余
年
の
間
、
ず
っ
と
戸
主
と
し
て
｜
松
家
の

爽
樅
を
掘
っ
て
家
族
全
部
の
耐
倒
を
見
て
来
た
の
で
、
妾
も
勿
論
家
族
と
し
て
私
の
下
で
貞
淑
に
働
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
が
今
回
分
家
す

る
と
同
時
に
妻
が
筆
頭
者
と
な
り
、
私
が
そ
の
下
の
家
族
と
し
て
処
遇
を
受
け
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
訳
か
、
甚
だ
了
解
に
苦
し
む
処
で
あ
る
。
こ
れ

が
戸
籍
法
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
ん
な
間
違
っ
た
戸
籍
の
改
悪
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
今
取
調
中
で
あ
り
ま
す
。
［
…
］

を
相
続
せ
し
め
て
戸
主
と
な
っ
た
熱
こ
れ
が
終
戦
後
に
お
け
る
戸
籍
法
の
改
一

服
は
な
い
。
処
が
先
月
私
が
妻
を
つ
れ
て
政
記
の
戸
蒋
よ
り
分
家
し
た
処
が
、

こ
れ
が
終
戦
後
に
お
け
る
戸
籍
法
の
改
正
で
筆
頭
青
と
な
っ
た
［
強
調
和
田
］
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
何
も
不

聴
い
た
こ
と
に
は
私
の
妻
が
筆
頭
者
と
な
り
、
私
が
妻
の
下
に
家
族
と
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法
筆
古
林
第
一
○
四
巻
第
三
号

九
八

桁
耐
で
は
、
戸
籍
と
呼
ぼ
う
が
民
籍
と
呼
ぼ
う
が
（
司
法
省
が
一
番
避
け
た
が
っ
た
）
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
（
２
）
「
筆
頭
者
」
に
い
か
な
る
地

位
を
認
め
る
か
、
と
い
う
心
理
面
で
は
、
「
民
籍
」
と
呼
び
か
つ
本
霧
・
筆
頭
》
百
特
別
欄
を
（
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
案
の
よ
う
に
）
削
除
、
各
入
ほ
ぼ
完
全
平
等
に

す
れ
ば
、
「
筆
頭
者
」
の
意
味
が
ほ
ぼ
な
く
な
り
、
一
松
の
ケ
ー
ス
で
も
、
妻
が
先
で
も
気
に
し
な
い
．
単
に
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
用
で
あ
り
制
度
と
し
て
も
夫
妻

ど
ち
ら
が
先
で
も
良
く
な
る
、
と
い
う
様
に
、
か
な
り
問
題
は
軽
減
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
□
更
に
伊
藤
が
、

伊
藤
一
松
さ
ん
の
一
一
一
一
口
わ
れ
た
あ
の
点
は
、
当
時
連
合
国
で
、
Ｒ
本
の
強
固
な
軍
国
主
義
的
家
族
制
度
を
打
砕
く
必
要
か
ら
来
た
大
き
な
政
策
で
オ
プ

ラ
ー
博
士
も
こ
れ
に
は
非
常
な
関
心
を
も
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
｜
松
さ
ん
の
云
わ
れ
た
よ
う
な
、
日
本
の
国
情
と
一
致
し
な
い
不
合
理
が
出

て
来
た
の
で
あ
る
。
［
二
二
頁
］

と
言
う
。
Ｃ
ｓ
の
「
軍
国
主
義
的
家
族
制
度
を
打
砕
く
必
要
か
ら
来
た
大
き
な
政
簸
」
云
々
を
証
す
る
記
録
は
（
本
稿
で
述
べ
る
通
り
）
な
い
。
逆
に
、
｜
Ｐ
簿

法
修
正
案
を
め
ぐ
っ
て
Ｏ
Ｓ
と
コ
ン
タ
ク
ト
も
あ
っ
た
日
本
側
の
伊
瀧
は
、
占
緬
軍
の
意
図
を
こ
う
解
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
発
一
一
一
一
ｍ
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

（
加
え
て
、
「
ｎ
本
の
強
固
な
軍
国
主
義
的
家
族
制
度
」
が
、
伊
膿
に
と
っ
て
の
主
観
的
な
「
家
」
制
度
の
実
態
の
一
側
而
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？
）

（
似
）
一
例
の
み
挙
げ
て
お
こ
う
。

典
型
的
に
は
、
蛎
姻
に
よ
り
夫
婦
人
旧
が
同
一
戸
締
に
入
る
場
合
、
共
旭
の
夫
婦
の
氏
（
Ａ
の
氏
）
を
平
等
な
決
雌
樅
を
行
使
し
合
意
で
決
め
る
（
民
法
第

七
Ⅲ
○
条
）
こ
と
で
、
Ａ
が
「
戸
締
兼
頭
背
」
と
な
る
。
（
戸
硲
法
第
一
四
条
の
輔
一
、
「
氏
儲
を
記
載
す
る
に
は
、
左
の
順
序
に
よ
る
。
第
一
夫
婦
が
、
夫

の
氏
を
称
す
る
と
き
は
夫
、
饗
の
氏
を
称
す
る
と
き
は
変
［
…
］
」
）
と
こ
ろ
が
こ
う
し
て
「
平
等
に
」
決
的
ら
机
尤
後
の
、
「
戸
霜
瓶
頭
打
」
の
樅
川
内
行

は
、
極
め
て
不
平
等
な
内
秤
を
持
つ
⑩
（
「
一
翠
笑
と
し
て
、
夫
婦
の
蝋
姻
前
の
一
方
の
氏
の
み
し
か
、
共
通
の
夫
婦
の
氏
と
し
て
名
乗
れ
な
い
か
ら
、
民
法
鋪
七

五
○
条
自
体
が
不
平
等
、
夫
婦
別
姓
を
許
す
べ
し
」
、
と
い
う
問
逝
点
は
今
お
く
。
）

第
一
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
戸
蕊
筆
頭
者
」
Ａ
の
両
親
Ｃ
Ｄ
が
離
婚
し
Ｄ
が
復
氏
し
た
と
す
る
。
そ
の
後
「
筆
頭
者
」
で
な
い
冊
の
み
が
Ｄ
の
養
子

と
な
る
場
合
、
Ｂ
は
Ｄ
の
復
氏
後
の
氏
を
名
乗
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ａ
の
氏
を
引
き
続
き
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
筆
頭

者
」
Ａ
も
引
き
続
き
Ａ
の
氏
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
（
Ｂ
の
単
独
養
子
縁
組
に
Ａ
が
与
え
る
べ
き
合
意
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
一
応

者
」
Ａ
も
印

捨
象
す
る
。
）

第
二
の
別
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
筆
頭
者
」
で
な
い
Ｂ
の
両
親
Ｅ
Ｆ
が
離
婚
下
が
復
氏
）
し
た
と
す
る
。
そ
の
後
「
筆
頭
者
」
Ａ
の
み
が
Ｅ
又
は

Ｆ
（
い
ず
れ
に
せ
よ
）
の
養
子
と
な
る
場
合
、
Ａ
は
Ｅ
ま
た
は
Ｆ
（
の
復
氏
後
）
の
氏
を
新
た
に
名
乗
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
Ａ
の
氏
を
引
き
続
き
名

乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
Ｂ
も
Ａ
と
全
く
同
様
に
、
凪
ま
た
は
Ｆ
（
の
復
氏
後
）
の
氏
を
新
た
に
名
乗
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
Ａ
の
氏
を

引
き
続
き
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
Ａ
の
単
独
養
子
縁
組
に
Ｂ
が
与
え
る
べ
き
合
意
の
問
題
も
、
こ
こ
で
は
一
応
捨
象
す
る
。
）
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民
法
第
七
五
○
条
の
適
用
は
、
婚
姻
成
立
時
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
婚
姻
継
続
中
例
外
な
し
に
、
婚
姻
の
際
に
氏
を
改
め
な
か
っ
た
者
Ａ
の
氏
を
、
婚
姻
の
際

に
氏
を
改
め
た
者
Ｂ
は
名
乗
る
の
が
、
伺
条
の
趣
旨
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
、
Ａ
の
氏
が
変
動
し
、
Ｅ
、
Ｆ
の
氏
を
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
も
同
じ
で
あ

る
。
）
即
ち
、
右
の
鍵
子
の
ケ
ー
ス
で
、
養
子
縁
組
時
に
新
た
に
Ａ
Ｂ
が
夫
婦
い
ず
れ
の
氏
を
名
乗
る
か
を
、
「
平
等
な
決
定
樅
を
行
使
し
合
愈
で
決
め
る
」

（
蛎
姻
の
時
の
よ
う
な
）
機
会
は
民
法
上
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
二
九
八
七
年
の
改
正
以
前
の
、
但
書
が
な
い
、
民
法
第
八
一
○
条
参
照
。
）

以
上
に
つ
き
、
川
井
健
他
編
「
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
⑪
親
族
２
』
一
九
八
七
年
、
二
三
八
四
’
一
一
三
八
五
頁
（
八
一
○
条
、
大
森
政
輔
）
参
照
。
現
代
的

な
問
題
と
し
て
は
、
夫
婦
の
一
方
の
み
の
養
子
は
、
一
九
八
七
年
の
改
正
で
実
現
し
て
い
る
た
め
、
一
九
四
七
年
時
点
よ
り
も
、
こ
の
「
戸
巌
筆
頭
者
」
の

「
椛
限
」
の
問
題
川
現
の
場
面
は
、
趨
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
同
辨
同
頁
、
及
び
法
務
省
民
鯲
局
内
法
務
研
究
会
編
『
改
正
養
子
法
と
戸
務
突
称
』
テ
イ

ハ
ン
、
一
九
八
八
年
、
一
七
’
’
八
頁
参
照
。
）

こ
れ
に
よ
り
、
「
筆
頭
者
」
の
氏
が
、
婚
姻
後
も
継
続
的
に
夫
婦
Ａ
Ｂ
の
氏
決
定
を
支
配
す
る
。
ゆ
え
に
「
戸
籍
筆
頭
者
」
は
、
民
法
上
の
規
定
に
よ
り

「
婚
姻
継
続
夫
婦
の
氏
規
定
（
権
限
保
有
）
者
」
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
本
来
「
簸
頭
者
」
一
人
の
み
の
縁
組
に
よ
る
の
氏
の
変
動
が
、
継
続
的
に
そ
の
配

偶
者
の
氏
を
支
配
し
、
そ
の
逆
は
な
い
と
い
う
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
す
が
、
戸
厭
飛
頭
者
に
「
権
限
」
を
与
え
て
い
る
の
は
、
民
法
で
あ

っ
て
、
戸
薪
法
で
は
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
す
る
の
は
、
（
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
紙
上
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
）
戸
霧
筆
頭
者
柵
の
裏
に
潜
む
民
法
上
の
問
題

（
更
に
川
島
の
こ
の
問
題
の
看
過
）
で
あ
る
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
八
）
（
和
田
）

九
九
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